
 

 

 

『誰もが 輝き 生きる歓びを共に  

     実感できるまち とよさと』の実現に向けて 

 

 

豊郷町は人口7,340人のうち、年少人口1,115人、生産人口4,300人、高齢者人1,925人

（平成30年９月末現在）で、高齢化率は約26.2％と県全体の25.7％（平成30年10月１日現

在）をやや上回っており、今後さらに「少子高齢化、人口減少」が進むと考えられます。 

住み慣れた地域で、世代や立場が異なる多様な住民がともに暮らしていくためには住民相互

の支え合い、助け合いのある地域の力を醸成し、一人ひとりが尊重され、ともに理解しあうこ

とができる「地域福祉コミュニティ」が求められています。 

今回、「豊郷町地域福祉計画」を策定するにあたって、住民アンケート、住民ワークショッ

プ、福祉関連団体ヒアリングを実施いたしました。 

その中で頂いた多くの貴重なご意見、ご提案をもとに、住民、地域、行政、社会福祉協議会

が一丸となって「地域福祉コミュニティ」の形成をめざす「豊郷町地域福祉計画」を策定いた

しました。 

本計画を指針として、住民のみなさまとともに、『誰もが 輝き 生きる歓びを共に 実感で

きるまち とよさと』の実現に向けた取組を進めます。 
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◆ 第 １ 章 ◆ 

●総論・はじめに● 
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Ⅰ 総論・はじめに 
 

～支え合いと絆のある「地域福祉コミュニティ」の形成をめざして～ 

 

今回、「豊郷町地域福祉計画」を策定するため、地域福祉住民アンケート調査の実施に続いて、若い

世代、子育て世代、シニア世代等の住民による住民ワークショップを開催しました。 

また、地域福祉に関係する福祉活動団体や住民活動団体アンケート調査を実施し、それぞれの立場か

ら地域福祉について意見や提言を頂きました。（調査結果については第２章を参照） 

 

私たちの地域社会は少子高齢化がますます進み、子ども、若者、子育て世代、高齢者、障がい

のある人、生活に困窮する人など、多様な住民がともに暮らしていく中で、住民相互の支え合い、

助け合いのある地域の力を醸成し、一人ひとりが尊重され、ともに理解し合うことができる地域

福祉コミュニティが求められています。 

 

また、核家族化の進行や共働き世帯の増加と並行して、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、

子どもの教育・保育、増加する子どもの貧困、子どもへの虐待、ひきこもり等、さまざまな課題

が浮き彫りになっています。 

また、一人暮らし高齢者や問題を抱えながら自分から声を出すことのできない人に対して、地

域でどのように支援の手を差し伸べていけるのか、地域ぐるみの支え合いの力が求められていま

す。 

 

近年、身体障がい、知的障がい、精神障がいとともに、発達障がいが増加（顕在化）しており、

当事者に対して、ライフステージごとの切れ目のない支援が必要です。また、障がいのある人と

その親の高齢化が進み、親亡き後の支援が今後必要とされていく中で、成年後見制度の普及、理

解を広めるための周知が求められています。 

さらに、急速な高齢化による老老介護の増加も懸念されるなか、介護者の負担軽減を図るため

の支援として、専門機関だけでなく、地域の住民力による支援が図れるような仕組みづくりが求

められています。 

 

豊郷町地域福祉計画は、住民の自助、地域の共助、行政の公助が連携し、地域が一体となって、

子ども、若者、子育て世代、高齢者、障がいのある人、生活困窮者、また、さまざまな悩みや問

題を抱える住民など、あらゆる住民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる

「支え合いと絆のある地域福祉コミュニティ」の形成をめざす指針としての協働計画と位置づけ

ます。 
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Ⅱ 地域福祉計画について 
 

（１）地域福祉計画の性格 

私たちは、人生 100 年のライフステージにおいて個人の力では解決できないさまざまな生活課

題や悩みを経験します。こうした私たち一人ひとりの問題解決のため、地域住民の支え合い、助

け合いによる住民力「自助」、それを支える地域力「共助」、個人や地域ではできない公共福祉サ

ービスを行う「公助」の協働によって、誰もがしあわせに自分らしく生きることができる地域社

会を築くことが地域福祉を推進する目的です。 

 

社会福祉法（2006 年（平成 18 年）６月改正）より抜粋 

  （地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成

する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 

●地域福祉を取り巻く社会の動き●  

〇福祉サービスは「社会福祉事業法」（1951 年（昭和 26 年）制定）によって、行政による措置

（サービス）が提供されてきました。 

〇経済社会の進展とともに社会福祉ニーズの多様化により、公的サービスだけでは対応できない

状況に至り、「社会福祉事業法」は 2000 年（平成 12 年）に「社会福祉法」へと改正され、

公的福祉のより一層の充実とともに「共助」という新しい福祉の概念が取り入れられました。 

〇しかし、近年の経済格差の拡大により、生活困窮者の増加や子どもの貧困が浮き彫りになり教

育格差の悪化が懸念されています。 

〇また、暮らしにおいて、新たに生活不安による青少年や中年層の自殺、ニートやホームレス、

配偶者間暴力（ＤＶ）、デート DV、虐待、ひきこもり、ワーキングプアなどが社会問題として

顕在化しています。 

○現在では、加速する情報化社会の中で、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に

よるトラブルや「ネット依存」、「ネット被害」なども増加し、人と人とのつながりの変化によ

りさまざまな生きづらさを抱える人の存在も表面化してきています。 

〇合わせて、高齢者世帯や一人暮らし世帯の孤独死が問題となり、地域での孤立を防ぐ見守りや

社会参加活動が、一層重要になっています。 

〇全国で度重なる自然災害を受け、災害時における地域での要支援者の支援活動や、地域住民に

よる互助活動の重要性がいま、再認識されています。 

○性別や年齢、障がいの有無をはじめとするあらゆる差別をなくし、あらためて人権を尊重し合

い誰もが住み慣れた地域や生活したい場所で、暮らし働ける社会が求められています。 
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豊郷町地域福祉計画 

 

 

（２）計画の位置づけ 

豊郷町地域福祉計画は地域住民や豊郷町社会福祉協議会、自治会、民生委員・児童委員、ボラ

ンティアなどが主体的に参加・協働し、地域福祉の課題解決をめざして地域住民とともに策定す

るものです。 

また、地域福祉の推進を地域住民の立場からめざしていくための計画であるとともに、住民、

地域、町の地域福祉推進の協働計画として位置づけます。 

さらに、本計画においては、地域課題に対応した住民および地域主体の計画とするため町社協

の実施事業を合わせて展開しています。 

なお、本計画は第５次豊郷町総合計画を上位計画とし、町が策定する「介護保険事業計画・高

齢者福祉計画」をはじめとする各福祉施策と整合するものです。 

 

 

豊郷町地域福祉計画と福祉関連計画との連携図 
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（３）計画期間 

本計画の計画期間は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。 

なお、国や県などの動向を踏まえて、また、社会情勢の変化などを考慮して、必要に応じて見

直しを行います。 

 

年度 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                      

計
画
名 

          

                    

 

 
 

 

  

豊 郷 町 地 域 福 祉 計 画  

※第５次豊郷町総合計画は 2019 年度から 2028 年度までの 10 年間としています。 

第 5 次豊郷町総合計画（2019～2028） 

第 ２ 次 豊 郷 町 地 域 福 祉 計 画  
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◆ 第 ２ 章 ◆ 

●豊郷町の現状と課題● 
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■年齢３区分別人口の推移 

■年齢３区分別人口構成比の推移 

各年度９月末現在 

各年度９月末現在 

1,152 1,172 1,178 1,141 1,115

4,403 4,367 4,340 4,308 4,300

1,799 1,847 1,881 1,918 1,925

7,354 7,386 7,399 7,367 7,340

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

15歳未満 15歳～65歳 65歳以上

（人）

2018年度

（平成30年度）

15.7%

15.9%

15.9%

15.5%

15.2%

59.9%

59.1%

58.7%

58.5%

58.6%

24.5%

25.0%

25.4%

26.0%

26.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

15歳未満 15歳～65歳 65歳以上

Ⅰ 地域の現状 
（１）人口等の現状 

①豊郷町の人口―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
本町の人口はほぼ横ばいで推移しており、2018 年度（平成 30 年度）で 7,340 人となっていま

す。年齢３区分別にみるとやや高齢化が進んでおり、2014 年度（平成 26 年度）と比べると 2018

年度（平成 30 年度）で高齢化率（人口に占める 65 歳以上の割合）は 1.7 ポイント増加しています。 
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■世帯数の推移 

■転入・転出人口の推移 

各年度９月末現在 

各年度９月末現在 

2,812 2,857 2,892 2,938 2,977

2.6 2.6 2.6 2.5 2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

世帯数 一世帯当たりの人数（平均世帯人員）

（世帯） （人）

256

282

340

272

304
273

272 278
272 259

0

50

100
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200

250

300

350

400

2013年度

（平成25年度）

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

転入人口 転出人口

（人）

 

世帯数については、2018 年度（平成 30 年度）では 2,977 世帯とやや増加傾向にあり、一世帯

当たりの人数は 2.5 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転入・転出の状況をみると、2015 年度（平成 27 年度）、2017 年度（平成 29 年度）に転入人

口が多くなっています。 
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各年度 10月末現在 

■要介護等認定者数の推移 

■高齢者世帯（2015年（平成 27年）国勢調査） 

高齢者独居世帯

429世帯

高齢夫婦世帯

206世帯

高齢者独居世帯 高齢夫婦世帯

高齢者のみの世帯計

635世帯

16 24 39 35 24
37 39 32 33 31

71 73 75 68
60

82
86 78 81

84

70
63 76 86

75

38
45

50 52
68

35
36

38 36
36349

366
388 391

378

0
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2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（人）

②高齢者の状況―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
高齢者世帯について、2015 年（平成 27 年）国勢調査によると高齢夫婦世帯は 206 世帯、高齢

者独居世帯は 429 世帯となっており、一人暮らしの高齢者が多い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

要介護等認定者数については増加傾向にあり、2018 年度（平成 30 年度）で 378 人と、2014

年度（平成 26 年度）の約 1.1 倍となっています。 

また、要介護等認定者数割合についてみると、要介護４で増加、要介護１でやや減少傾向がみられ

ます。 
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■要介護等認定者割合の推移 

各年度 10月末現在 

各年度３月末現在 

■介護保険給付費の見込量の推移 

2.1%

6.6%

10.1%

9.0%

6.3%

10.1%

10.6%

10.7%

8.2%

8.4%

20.3%

19.9%

19.3%

17.4%

15.9%

23.5%

23.5%

20.1%

20.7%

22.2%

20.1%

17.2%

19.6%

22.0%

19.8%

10.9%

12.3%

12.9%

13.3%

18.0%

10.0%

9.8%

9.8%

9.2%

9.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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（平成26年度）
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（平成30年度）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

8,253 10,712 9,489 9,486 6,859
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予防給付費/見込量 介護給付費/見込量

（千円）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険給付費の見込量についてみると、2013 年度（平成 25 年度）から 2017 年度（平成 29

年度）にかけて介護給付費の見込量は増加傾向にありますが、予防給付費の見込量はやや減少してい

ます。 
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■身体障害者手帳所持者数の推移 

■身体障害者手帳の種類別人数の推移 

各年度３月末現在（2018年度（平成 30年度）は９月末現在） 

各年度３月末現在（2018年度（平成 30年度）は９月末現在） 

 

109 111 123 117 113

49 47
49 53 55

68 65
64 70 71

85 83
84 87 89

30 31
29 32 31

18 16
17

23 26
359 353
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382
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2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい 音声言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由 内部障がい

（人）

③障がい者の状況――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2018 年度（平成 30 年度）の身体障害者手帳所持者の状況をみると 385 人となっています。 

等級別割合では『重度』（「1 級」と「２級」の合計）が最も高く、次いで『中度』（「3 級」と「４

級」の合計）、『軽度』（「5 級」と「６級」の合計）の順となっています。 

また 2018 年度（平成 30 年度）の身体障がいの種類別割合では、「肢体不自由」が最も多く、次

いで「内部障がい」となっており、近年はほぼ同様の割合で推移しています。 
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■自立支援医療費受給者数の推移 

■療育手帳所持者数の推移 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

各年度３月末現在（2018年度（平成 30年度）は９月末現在） 

 

各年度３月末現在（2018年度（平成 30年度）は９月末現在） 

 

各年度３月末現在（2018年度（平成 30年度）は９月末現在） 

 

35 38 38 38 36

53
55 54 53 54

88
93 92 91 90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

重度 中軽度

（人）

3 3 2 2 2

36 37 38 41 43

16
22 28 22 19

55
62

68 65 64

0

20

40

60

80

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

1級 2級 3級

（人）

3 2 4
1

0

16 19

29

24 26

19
21

33

25
26

0

5

10

15

20

25

30

35

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

育成医療 更生医療

（人）

2018 年度（平成 30 年度）の療育手帳所持者は、「重度」が 36 人、「中軽度」が 54 人、精神障

害者保健福祉手帳所持者数は、「1 級」が 2 人、「2 級」が 43 人、「３級」が 19 人となっています。

2018 年度（平成 30 年度）の自立支援医療受給者数は 26 人で、そのすべてが更生医療となってい

ます。 
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■生活保護世帯数の推移 

各年度７月末現在 

■児童扶養手当受給世帯数の推移 

各年度４月末現在 

46 54 59 62 65

26
25

28 27 218

13
9 7 518

21 21 18
12

98

113
117 114

138

166
178

163

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

高齢者世帯 傷病・障害世帯 ひとり親世帯

その他世帯 被保護人員

（世帯） （人）

103

98 105 112 112
103

0

20

40

60

80

100

120

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

児童扶養手当受給世帯数

（世帯）

④生活保護・児童扶養手当受給世帯の状況―――――――――――――――――――――― 
2018 年度（平成 30 年度）の生活保護世帯数は 103 世帯、被保護人員は 138 人となっていま

す。被保護世帯の内訳は、近年高齢者世帯が最も高い割合で推移しています。 

また、児童扶養手当受給世帯については、近年増加傾向で推移していましたが、2018 年度（平成

30 年度）にはやや減少し、103 世帯となっています。 
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■就学前児童数の推移 

各年度５月末現在 

■児童・生徒数の推移 

各年度５月末現在 

453 466 476 489 493

200
223 217 225 215

0

100

200

300

400

500

600

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

小学生 中学生

（人）

93 92 90

79

87

87

75 74

80

72

130
124 121

101

86

0

50

100

150

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

保育所（崇徳保育園） 保育所（愛里保育園） 幼稚園

（人）

⑤子どもの状況―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
就学前児童数については、2014 年度（平成 26 年度）以降やや減少傾向で推移しています。 

小学生児童数については、やや増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

■一般健康診査受診者数の推移 

各年度３月末現在 

■観光入込客数の推移 

各年度 12月末現在 

（万人） 

34 29 26 27 41
57 53 66 74

92

393
488

508 510

545

484

570
600 611

678

0

100

200

300

400

500

600

700

2013年度

（平成25年度）

2014年度

（平成26年度）

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

特定健診（40～74歳の国保）

成人すこやか健診（20～39歳および生活保護者）

後期高齢者健診（県後期高齢者医療制度加入者）

（人）

⑥健康の状況――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
一般健康診査受診者数については、特定健診（40～74 歳の国保）および成人すこやか健診（20

～39 歳および生活保護者）で、増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦観光の状況――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
観光入込客数については、増加傾向で推移しています。 

 

  
2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

豊郷町 4 4 6 6 16 

滋賀県 

（観光客動態調査報告書より）  
4,522 4,632 4,794 5,076 5,248 
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10歳代

1.6%
20歳代

5.5%

30歳代

12.3%

40歳代

16.8%

50歳代

17.3%

60歳代

29.9%

70歳以上

16.5%

無回答

0.0%

（n = 381)

男性

43.3%

女性

55.4%

無回答

1.3%

（n = 381)

Ⅱ 住民アンケート調査 
（１）調査の概要 

①調査の目的 
誰もが住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らすことをめざす「豊郷町地域福祉計画」を策定

するため、町内在住の 18 歳以上の住民に対してアンケート調査を行い、地域福祉に関する意見やニ

ーズを把握し、計画策定等の基礎資料とするために実施しました。 

 

②調査期間と調査方法 

・調査期間：2017 年（平成 29 年）12 月 11 日から 

2017 年（平成 29 年）12 月 24 日まで（12 月 28 日まで受付） 

・調査方法：郵送による配布・回収 

 

③回収状況 

配布数 回収数 回収率 

1,000 件 381 件 38.1％ 

 

 

（２）調査結果 

①回答者の属性―――――――――――――――――――――――――――――――― 

回答者の性別は女性が 55.4％、男性が 43.3％となっています。 

年齢では 60 歳代からの回答が最も多く 29.9％、次いで 50 歳代が 17.3％、40 歳代が 16.8％

となっています。 
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＜年齢別＞ 

23.4 

66.7 

55.1 

13.4 

17.3 

22.3 

42.5 

1.0 

42.3

22.8

33.9

69.6

67.5

51.4

37.8

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

①就労・就学

②日常の買い物

③医療機関

④贈り物の買い物

⑤外食

⑥趣味

⑦親しい人の家

⑧その他

町内 町外 無回答

（n=381）

これからも

住み続け

たい

61.9%当分の間は

住み続け

たい

13.1%

機会があれ

ば町外へ

出たい

7.9%

すぐにでも

町外へ

出たい

1.3%

わからない

10.8%

その他

1.8%
無回答

3.1%

（n = 381)

61.9 

16.7 

28.6 

61.7 

56.3 

50.0 

70.2 

81.0 

13.1

16.7

28.6

14.9

15.6

12.1

11.4

7.9

7.9

16.7

14.3

8.5

6.3

15.2

5.3

3.2

1.3

9.5

1.6

1.5

0.9

10.8

33.3

14.3

8.5

14.1

16.7

7.9

4.8

0% 25% 50% 75% 100%

全体

(n=381)

10歳代

(n=6)

20歳代

(n=21)

30歳代

(n=47)

40歳代

(n=64)

50歳代

(n=66)

60歳代

(n=114)

70歳以上

(n=63)

これからも住み続けたい 当分の間は住み続けたい
機会があれば町外へ出たい すぐにでも町外へ出たい
わからない その他
無回答

②定住意向―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本町に「これからも住み続けたい」という回答が 61.9％で過半数を占めており、「当分の間は住み

続けたい」の 13.1％と合せると、75.0％が定住志向であることがわかります。一方、「機会があれ

ば町外へ出たい」は 7.9％、「すぐにでも町外へ出たい」は 1.3％となっています。 

年齢別にみると、他の年代に比べて 10 歳代、20 歳代、50 歳代において移住志向がやや高く、「機

会があれば町外へ出たい」、「すぐにでも町外へ出たい」の合計が 15％以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③目的別の行先―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

８つの項目について、「町内」、「町外」のどちらに行くかを聞いたところ、「②日常の買い物」、「③

医療機関」、「⑦親しい人の家」では「町内」が上回り、「④贈り物の買い物」、「⑤外食」等、その他

の項目では「町外」が上回っています。 
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＜年齢別＞ 

④地域との付き合い―――――――――――――――――――――――――――――――― 

年齢別にみると、「何か困ったときに助け合える親しい人がいる」や「会えば立ち話をする」への

回答率は、概ね高齢になるほど高くなり、40 歳代以下の年代では「何か困ったときに助け合える親

しい人がいる」、「会えば立ち話をする」のいずれについても 30～40％程度の回答率となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.7

58.0

79.5

10.0

7.9

16.7

33.3

83.3

0.0

16.7

33.3

33.3

81.0

9.5

14.3

34.0

31.9

83.0

14.9

8.5

40.6

39.1

64.1

15.6

10.9

45.5

53.0

75.8

4.5

15.2

54.4

75.4

86.8

12.3

3.5

50.8

81.0

82.5

3.2

1.6

0 20 40 60 80 100

何か困ったときに助け合える

親しい人がいる

会えば立ち話をする

顔を合わせればあいさつをする

顔は知っているが声を

かけることはない

ほとんど顔も知らない

全体 (n=381)

10歳代 (n=6)

20歳代 (n=21)

30歳代 (n=47)

40歳代 (n=64)

50歳代 (n=66)

60歳代 (n=114)

70歳以上 (n=63)

（％）
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＜年齢別＞ 

知っていた

58.0%

知らな

かった

39.4%

無回答

2.6%

（n = 381)

⑤地域福祉の認知度―――――――――――――――――――――――――――――――― 

地域福祉について「知っていた」が 58.0％で過半数を占め、「知らなかった」は 39.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地域福祉活動への関心―――――――――――――――――――――――――――――― 

年齢別にみると、地域福祉活動への関心が高いのは 60 歳代以上で、「とても関心がある」、「どち

らかといえば関心がある」の合計が 60％以上となっています。一方、10 歳代と 30 歳代では関心

が低く、「あまり関心がない」、「関心がない」の合計が 50％以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

7.3 

0.0 

9.5 

4.3 

4.7 

3.0 

9.6 

12.7 

48.3

16.7

47.6

36.2

48.4

48.5

53.5

50.8

31.5

66.7

28.6

53.2

29.7

25.8

29.8

23.8

9.7

16.7

14.3

4.3

12.5

18.2

4.4

9.5

0% 25% 50% 75% 100%

全体

(n=381)

10歳代

(n=6)

20歳代

(n=21)

30歳代

(n=47)

40歳代
(n=64)

50歳代

(n=66)

60歳代

(n=114)

70歳以上

(n=63)

とても関心がある どちらかといえば関心がある

あまり関心がない 関心がない

無回答
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＜要介護認定の有無別＞ ＜障害者手帳等の種類別＞ 

31.0

53.8

10.5

0.5

1.0

3.1

0 20 40 60 80 100

自主防災組織や自治会など地域で

取り組んでいくことが望ましい

地域と行政が協力して取り組んで

いくことが望ましい

プライバシーの問題があるので、行政が

中心となって取り組んでいくことが望ましい

そうした取り組みは必要ない

その他

無回答

（n = 381）

（％）

⑦災害時に一人で避難できるか――――――――――――――――――――――――――― 

災害時に「自分一人で避難できる」と回答した人は、全体でみると８割を超えていますが、要介

護認定を受けている人や障害者手帳等を持っている人では、半数以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧災害時の支援―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

災害時の支援については、「地域と行政が協力して取り組んでいくことが望ましい」が半数を超え

て最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.8 

84.2 

50.0 

15.2

14.3

50.0

2.4

1.4

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

全体 (n=381)

受けていない (n=279)

受けている (n=14)

自分一人で避難できる

同居家族や近所の人などの手助けがあれば避難できる

避難できない

無回答

46.2 

50.0 

45.5 

20.0 

85.6 

46.2

50.0

45.5

80.0

12.2

7.7

0.0

9.1

0.0

2.1

0% 25% 50% 75% 100%

身体障害者手帳

を持っている

(n=13)

療育手帳を持っている

(n=4)

精神障害者保健福祉

手帳を持っている

(n=11)

精神通院医療費助成

を受給している

(n=5)

受けていない

(n=327)

自分一人で避難できる
同居家族や近所の人などの手助けがあれば避難できる
避難できない
無回答
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51.7

43.6

34.1

31.8

29.9

28.9

18.6

17.8

16.5

13.9

4.2

9.4

31.0

42.3

15.7

12.6

9.7

16.8

14.4

18.9

10.0

8.7

5.5

16.0

0 20 40 60

見守りや声かけ

災害時の手助け

日常的な話し相手

郵便物や宅配物の一時預かり

ごみ出し

冠婚葬祭の手伝い

買い物や薬の受取りなどの手伝い

送迎など外出・移動の手伝い

庭の手入れや掃除の手伝い

短時間の子どもの預かり

その他

無回答

できること

してもらいたいこと

（％）

※グラフ表示は

「できること」の回答の多い順

（n = 381）

⑨地域での助け合い―――――――――――――――――――――――――――――――― 

ほぼ全ての項目で、近所の人に頼まれたら「できること」が、近所の人に手助け「してほしいこ

と」を上回っており、潜在する地域の助け合いの力をうかがわせます。一方で「送迎など外出・移

動の手伝い」では、「してほしいこと」が「できること」を上回っており、町による公助が必要と考

えられます。 
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＜年齢別＞ 

29.4

22.8

21.5

17.3

16.0

14.4

16.7

50.0

16.7

0.0

33.3

0.0

9.5

19.0

14.3

14.3

23.8

23.8

19.1

29.8

19.1

10.6

12.8

34.0

25.0

31.3

29.7

17.2

9.4

14.1

24.2

19.7

19.7

21.2

13.6

16.7

42.1

21.1

22.8

21.1

23.7

10.5

31.7

14.3

17.5

14.3

9.5

3.2

0 20 40 60 80 100

環境美化・清掃活動

イベント・催し・祭り等の運営

スポーツ・文化活動

防犯・防災活動

自然・環境保護活動

子育ての支援や子どもの世話

（％）

11.5

11.3

7.1

6.0

19.9

0.0

0.0

33.3

0.0

33.3

9.5

23.8

23.8

4.8

23.8

8.5

8.5

6.4

4.3

27.7

10.9

10.9

10.9

9.4

12.5

16.7

7.6

7.6

4.5

25.8

9.6

12.3

4.4

7.9

15.8

14.3

12.7

0.0

3.2

20.6

0 20 40 60 80 100

福祉施設等での援助

在宅高齢者や障がい者の援助

国際交流

青少年の健全育成

参加したくない

全体 (n=381)

10歳代 (n=6)

20歳代 (n=21)

30歳代 (n=47)

40歳代 (n=64)

50歳代 (n=66)

60歳代 (n=114)

70歳以上 (n=63)

（％）

⑩今後参加してみたい住民活動――――――――――――――――――――――――――― 

年齢別にみると、「環境美化・清掃活動」については 60 歳代以上、「イベント・催し・祭り等の

運営」は 10 歳代、「子育ての支援や子どもの世話」は 20 歳代、30 歳代でそれぞれ他の世代と比

較して高くなっています。 
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61.4

54.6

28.9

17.1

16.0

15.5

8.7

7.6

3.9

1.3

13.9

1.8

1.6

0 20 40 60 80 100

自分や家族の老後や介護

に関すること

自分や家族の健康に関すること

生活費などの経済的な問題

に関すること

地域の治安・安全に関すること

仕事（雇用）に関すること

人間関係に関すること

育児・子育てに関すること

どこに相談していいのか

わからないこと

人権問題に関すること

家庭内の暴力（身体的な暴力や言葉

による暴力など）に関すること

特にない

その他

無回答

（n = 381）

（％）

※グラフ表示は回答の多い順

73.0

50.7

11.0

10.8

8.7

7.9

3.7

3.4

3.1

2.6

2.6

1.0

0.8

1.8

3.1

0 20 40 60 80 100

家族や親戚

友人・知人

かかりつけの医師

職場の人

隣人・近所の人

誰にも相談しない

相談できる人がいない

役場の窓口

どこに相談していいのか

わからない

民生委員・児童委員

社会福祉協議会の窓口

社会福祉施設やNPO

自治会役員

その他

無回答

（n = 381）
（％）

※グラフ表示は回答の多い順

⑪日常生活で不安に思っていること――――――――――――――――――――――――― 

「自分や家族の老後や介護に関する

こと」が 61.4％で最も高く、次いで

「自分や家族の健康に関すること」

54.6％、「生活費など経済的な問題に

関すること」28.9％の順となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫不安や悩みの相談先――――――――――――――――――――――――――――――― 

「家族や親戚」が最も高く 73.0％

を占め、次いで「友人・知人」50.7％

となっています。 

一方で、「誰にも相談しない」という

回答が 7.9％みられ、「相談できる人が

いない」3.7％、「どこに相談していい

のかわからない」3.1％といった回答

もみられます。 
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55.1

28.9

23.6

12.1

10.2

9.7

7.6

6.0

5.8

4.7

0.8

1.6

18.1

2.4

0 20 40 60 80 100

町の広報紙「広報とよさと」

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

ご近所・友人などのクチコミ

インターネット

医療機関

役場の窓口

社会福祉協議会

福祉サービス事業所

町のホームページ

民生委員・児童委員

住民活動団体・NPO

その他

特にない

無回答

（n = 381）
（％）

※グラフ表示は回答が多い順

⑬福祉に関する情報源――――――――――――――――――――――――――――――― 

「町の広報紙『広報とよさと』」が最も高く 55.1％で、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」28.9％、

「ご近所・友人などのクチコミ」23.6％の順となっています。一方で、これらに次いで「特にない」

という回答が 18.1％みられました。 

 

 

 

 

 

  



26 

 

十分得るこ

とができる

2.4%

だいたい

得ることが

できる

33.1%

あまり得る

ことが

できない

27.6%

ほとんど

得ることが

できない

12.6%

なんとも

いえない

23.4%

無回答

1.0%

（n = 381)

44.4

36.6

32.0

24.2

17.6

4.6

2.6

0 20 40 60 80 100

福祉に関するパンフレットや

広報紙を見る機会が少ない

福祉に関する情報がむずかし

すぎて、よくわからない

どこへ行けば福祉に関する情報

を得られるのか、わからない

福祉に関する情報を知って

いる人が身近にいない

あまり人に会わないので、

わからない

その他

無回答

（n = 381）

（％）

※グラフ表示は回答が多い順

⑭福祉の情報を十分得られるか――――――――――――――――――――――――――― 

「十分得ることができる」、「だいたい得ることができる」を合わせ、『得ることができる』と回答

している人は 35.5％にとどまっています。一方、「ほとんど得ることができない」、「あまり得るこ

とができない」を合わせると、40.2％が福祉の情報を十分得られないと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮なぜ福祉の情報を十分得られないのか――――――――――――――――――――――― 

最も回答率が高かったのは「福祉に関するパンフレットや広報紙を見る機会が少ない」で 44.4％、

次いで「福祉に関する情報がむずかしすぎて、よくわからない」36.6％、「どこへ行けば福祉に関す

る情報を得られるのか、わからない」32.0％となっています。 
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Ⅲ 住民ワークショップ 
（１）住民ワークショップの概要 

・開催日時：2018 年（平成 30 年）7 月 22 日（日）午前 10 時～午前 12 時 

・開催場所：豊郷町隣保館 

・参 加 者：30 名 〈性別内訳〉男性：17 名、女性：13 名 

〈年代内訳〉20 歳代：６名、30 歳代：４名、40 歳代：５名 

50 歳代：３名、60 歳代：６名、70 歳代：５名、80 歳代：1 名 

 

（２）住民ワークショップの進め方 

グループワーク① 
参加者が世代別に４つのグループに分かれて、本町の「良いところ」と「気に

なること」について話し合い、付箋に意見を貼り出しました。 

 

 

 

グループワーク② 

グループワーク①で話し合った内容をもとに、「今後の取組」について話し合った

後、各グループより発表を行い、本町の地域福祉の今後について全体で意見を

共有しました。 

 

 

■住民ワークショップ当日の様子 

 

 

 

 

 

  

たくさんの住民にご参加いただき、とても活発な議論となりました 
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（３）各グループのご意見・ご提案 

【表内の凡例：○…良いところ、▲…気になるところ、☆…今後の取組】 

 

●グループ A（若者世代：８名） 

グループワーク① 

テーマ 内容 

生活の利便性 

○ コンパクトシティとして暮らすにあたり施設、設備が充実していると

ころ（医療機関、商業施設等） 

○ 県内で最も小さいコンパクトさ。１日で町全体まわれる 

○ 必要最低限の施設がある 

○ 子育てしやすい環境 

○ 18 歳未満の医療費無料 

○ 生活に困らないライフライン 

素敵な町なみ 

○ 歴史的まちなみが残っている 

○ 川と土手があるのはよい 

○ 一軒の面積が大きい 

協力意識 

○ よそ者でも抵抗なく受け入れてくれる 

○ 若者が受け入れてもらえやすい 

○ 学生との協力 

○ 若者を応援してくれる人が多い!! 

高齢者が元気!! 
○ 老人が元気（に見える） 

○ 高齢者が生き生きしている 

字ごとのコミュニティ 

○ 近所付き合いがある 

○ 字ごとに個性がある 

○ 小さい町なので人と人との距離が近い 

（あいさつをしたら返してくれる etc…） 

○ 祭りなどの行事が多い！継続している！ 

○ 字ごとの花だんをお手入れする取組 

○ 夜廻りをちゃんとしている 

○ 人なつっこい子どもたち 

あったかほーむ 

○ あったかほーむが継続している 

○ 最近はシェアハウスに新しい顔ぶれ 

○ 柔軟に使ってもらえる場所がある 

その他 ○ きっかけがあれば意欲的・協力的な人が多い 

危機感が無い？ ▲ 他の地域（国内外）での取組の情報収集 

災害 ▲ 災害が起こった時の避難場所や経路の認知度 
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テーマ 内容 

災害 
▲ 川がどれくらいで氾濫して、どれくらいで避難したらよいか、イマイ

チ知らない 

情報不足 

▲ 地域の課題を知る機会、方法が分からない 

▲ 外国人は一体どこに住んでいるのか 

▲ 高齢者が何に困っているか（体の状態など）まで把握できていない 

▲ 今ある色々な活動を町民がどのくらい知っているのか 

交流が難しい世代 
▲ 閉じているところは閉じている 

▲ 中学生、高校生との関わり 

移動手段 

▲ 交通の便が良くない（バスの本数） 

▲ 高齢者の移動手段 

▲ どこに行くにも車必須 

▲ 移動が不便 

その他 

▲ 働く場 

▲ 100 軒以上の空家 

▲ 新幹線の防音 

▲ 公園（子どもが遊べて活用できる）が少ない。あってもにぎわってい

ない 

 

グループワーク② 

テーマ 内容 

町並 
☆ 制度として何かしらの統一性 

☆ まちの魅力を町民が知る。シビックプライド 

災害 ☆ 災害マップなどが他のとっつきやすいモノと絡められたら 

交通 

☆ すまいるたうんばす 

☆ イスが多いバス 

☆ ジプニー（フィリピンでみられる乗り合いバス）的な乗り合いが

あればなあ 

☆ あいのりタクシー 

☆ レンタルサイクル 

交流・情報 

☆ 情報伝達手段充実。広報紙をもっと読んでもらえるように 

☆ 町民向けのアプリ 

☆ 町内のいたるところにベンチを設置 

☆ 日常のコミュニケーションやちょっとしたおせっかいを大切に、

若者世代も自ら知る努力をする 

☆ 日常的に病院等で利用する旨の申請→審査→その利用者にサービ

ス提供  
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あったかほーむとの連携

あったかほーむを字ごとに

そこに住む学生に日常会話から

困り事を聞き出してもらう

学生・ 若者

役場病院

自治会

塾

送迎ターミ ナル お食事会

手作り雑貨

野菜販売

ヨ ガ

料理俳句

学校

まちづくりのキャッチコピー 

 

 

●グループ B（子育て世代：７名） 

グループワーク① 

テーマ 内容 

生活環境、利便性がよい 

○ 小さなまちの中に生活しやすい環境（買物、銀行、病院） 

○ 買い物が便利（近いところに、色々とそろっている） 

○ 病院が近い 

○ 買物が近い 

○ 商業施設も近くにあり、住みやすいのでは 

○ 人口が増えている？家が増えている？安定している？ 

○ 高齢者などが住みやすい町（町内循環バス、病院、開業医、施設、事

業所など） 

子育て支援のよいところ 

○ 給食費が無料になった 

○ 中学生まで給食タダ 

○ 子育て支援が充実している 

○ 学校にはクーラーが入っているところ 

医療環境がよい 

○ 医療費の助成が充実している 

○ 医療費がかからない（高校世代まで） 

○ 高校生まで医療費タダ 

○ 福祉施設が整っている（他市町と比べて） 

○ 総合病院があり医療環境が良い 
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テーマ 内容 

自然環境のよいところ 

○ 自然もあってほどよい田舎 

○ 自然が多く子育てに環境が良い 

○ 自然が多い 

○ 今のところ警報等が出にくい(災害が発生しにくい？) 

○ 農業が盛ん 

地域のつながりがよい 

○ 三世代、四世代同居の多さ 

○ 古き良き伝統がある。江州音頭、近江商人の教え 

○ 地域の人と顔見知り 

○ 地域を支える住民。草刈り、川そうじ 

生活環境・利便性 

▲ 道が狭い 

▲ 歩道が少ない 

▲ 生活に車が必要 

▲ 空家が多い（増えてきた） 

▲ 若者の流出 

▲ 公共交通機関が少ない 

▲ 町内企業が少ない（働く所が少ない） 

子育て支援 

▲ 中学生をチャリ通にしてほしい 

▲ 中学の給食味の薄さ 

▲ 中学生の学力をもう少しがんばれば 

▲ 日栄小学校のグラウンドの草多すぎ 

▲ 子どもの歳に応じた遊具が、公園にあまりない 

医療環境 ▲ 小児科医の常駐がなく入院は他院 

自然環境 
▲ 農業の後継者が減少。ファームに委託が多い 

▲ 農業者の高齢化 

地域のつながり 

▲ 近所付き合いが減ってきた 

▲ 老人が多くなってきた 

▲ 少子高齢化 

▲ 高齢化率（今後） 
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住民の力　+　役所の考え

〔気持ちが〕若者パワーがっちりタウン

グループワーク② 

内容 

☆ 地域のみりょく PR 

☆ 農業のみりょく PR 

☆ 企業の誘致 

☆ 農家の処遇向上 

☆ 漢検、英検必須 

☆ 公営塾 

☆ 年齢に応じた公園の整備。P 有 

☆ それぞれの組織づくり。教育、福祉、地域 

☆ （バス）自動運転の実用化 

☆ 地域で空家活用 

☆ 道を広げる 

 

まちづくりのキャッチコピー 

 

 

●グループ C（シニア世代：８名） 

グループワーク① 

テーマ 内容 

地域のまとまりと 

気になるところ 

     

世代ごとの役割分担が 

あれば 

○ 小さい町なので互いの顔がみえる 

○ 郡部なので、みんな、ゆっくりとのんびりしており、どこへいっても

知り合いになれる 

○ 地域が小さいのでまとまりやすい 

○ 高齢者が集まる場所がある（あったかほーむ） 

○ 活発に活動している人が多い。知っている人が多い 

▲ 字、各家との交流の場が少ない 

▲ 各字毎の活動（運動会などの行事 ・婦人会などの参加）などがなく

なってきている 

▲ 色んな行事を計画してくださるが、参加者が少ない気がする 

▲ 
老人会、日赤、更生保護女性会等、会への参加会員になる人が少なく

なってきた 

▲ 若い人のボランティアへの参加の仕方がかわってきたと思います 

▲ 分館活動が低迷（時代の変化） 

▲ 老人だけのお家や一人住まいの人が増えてきている 
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テーマ 内容 

行政と住民 

○ 行政関係者と住民の距離が近い 

○ 広報で、それぞれの団体や、町行事など、知らせているのが良い 

▲ 地域住民の関係性や慣習が強く、住みづらい点もある 

▲ 住民のニーズ応えるためのツールが見えない 

災害が少ないけど、 

心配も（熱中症も） 

○ 災害が少ない 

▲ 災害時に、自分で避難できない人がいる 

道路が危ない 

▲ 通行時間帯で、子どもの目の前での車輌事故、子どもたちへの悪い意

味での勉強ではあれ、非常に交通安全の意識を高めるに至りました 

▲ 中山道の道路が狭い 

福祉・教育が充実 

○ 給食費も中学校までいらなくなったのでよい 

○ 福祉施設が充実している 

○ 高校まで医療費が無料なのがよい  

○ 豊郷病院がある 

○ 教育面の充実 

○ 教育環境がよい 

○ 高齢者、子どもへの福祉の手当てが厚い 

（給食費、医療費の無償化など） 

○ ベッドタウン化しつつ有りますが活気ある地域社会の受け入れがス

ムーズに行われている町の行く末を楽しみにしたい（少子化防止への

行動について） 

○ 学校教育の進歩の一つとして子どもたちの小動物に対する好意的な

見方がとてもたのもしく感じられる 

○ 学校での荒れた空気が数年前迄見られたが最近では暖かい流れが続

いているのが嬉しいです 

▲ 医療機関が少ない 

▲ 福祉、医療、施設と行政のネットワークが充実していない 

観光 PR をもっと！ ▲ 観光 PR をもっと進めて豊郷の良さを出してほしい 

買い物が便利 

○ スーパー大型店が小さな町ながらあり買い物がしやすい 

○ スーパー等買い物に便利 

○ 大きなスーパーがある 

▲ 大型スーパーが出来たが故の犯罪多発で警察官が正直悲鳴を上げて

おられる 

交通の便がよくない 

▲ 交通の便が悪いかな？マイカーがないと 

▲ スマートインター（湖東三山）～中山道下枝豊会館の前への道路が狭

く、大型バスなどの通行が不便である 
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各世代が活気ある

豊かな郷（ゆたかなまち）作り

グループワーク② 

テーマ 内容 

地域支え合いの拠点と 

仕組みづくり 

☆ 地域の互助システムの確立 

・子どもやお年寄りの見守り 

・町からのお知らせ等の周知 

・お買い物、移動のお手伝い 等 

☆ 地域社会活動を活発にするための拠点を作り動ける人を確立する 

☆ 区民台帳のプライバシーを守った上での活用 

（災害時、行政からのおしらせ） 

声の丁寧な 

キャッチボール 

☆ 各世代の役割と活動方法について、色々な活動段階で意見を集約

する機会を利用する（アンケートを多く集める） 

☆ 若者の社会に対する意見を出す場が少ないので、字での総出の際

に発言の場をつくり、町が意見を書類的にまとめる 

☆ 高齢者には丁寧に説明してほしい 

☆ 個人毎がアンテナをはって、興味を持てる様に地域や団体、行政

が連携を密にする 

☆ 一人ひとりに情報がしっかり届いて、わかるように 

ネットワーク 
☆ 医療、福祉、施設等の関係者が話し合う場をつくる（ネットワー

ク化） 

若い人が活動しやすい 

拠点の仕組みづくり 

（専門分野と連携） 

☆ 役場の職員が元気に活動をすること！若い人向けの活動から色々

な取組をしてもらう 

☆ 若い人が活躍できる、情報発信できるようコーディネートする（人

材や仕組み）→民間を活用する 

☆ 若い人に SNS をしてもらう 

☆ 良いことは、大げさにアピールしていく。SNS、インスタなど 

 

キャッチコピー 
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●グループ D（シニア世代および障がいをお持ちの人の保護者：７名） 

グループワーク① 

テーマ 内容 

共助 

○ 仲が良い 

○ お年よりが元気！ 

○ 県内の町では最も面積の小さい所ではあるが、よくまとまっていると

思う。 

安全 ○ 災害が少ない（恵まれている） 

利便性 

○ 買い物などベンリ！ 

○ 病院がある 

○ 生活しやすい 買い物、病院 

行政サービス 

○ 小中学生の給食費が無料となった。県に先がけて療育手帳、B の人も

医療費が無料となった。精神２級以上の人も 

○ 行政対応がはやい 

地域交通 

▲ 幹線道路の通過地域で、自動車の量が多過ぎるように思う。特に中山

道は危険と思われる（通学路確保できているか？） 

▲ スマイルタウンバスはあるが町外とのつながりがむずかしい。例えば

河瀬駅 

生活環境 
▲ 川にゴミが沢山捨ててある。道路ぞいの田んぼも 

▲ 地域資源の活かしかた。人、物（機会づくり） 

教育環境 

▲ 子どもたちの学力は？ 

▲ 町内に、量販店やパチンコ店などが多く、刺激が多すぎて住むのには、

どうかと思う 

地域間交流 

▲ 地域交流 

▲ 地域間の交流に断絶あり 

▲ ニュータウンと旧の住人（地域）との関係 

▲ 地域の自治会に入っている人が少ない 

団体虚弱化 
▲ 団体としてのかかわり方 

▲ 活動団体の減少 

空家対策 

▲ 空き家プロジェクト（活用について） 

▲ 空き家が多い 

▲ 老人の住いが多くなった 

障がい 介護 子育て 

▲ 軽度の子が行ける場所がない 

▲ 高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉で対応の施策に温度差 

▲ 重度行動障がい者をあずける体制がない 

▲ 介護。特に認知症（徘徊） 

行政サービス 
▲ 庁舎の建替 

▲ 役場の相談窓口がわかりにくい 
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　<めざす目標>

　１、新庁舎で住民サービス向上

　２、活用団体の連携強化

　３、住民の声をきく

　４、空家活用

　５、安全な道路交通網

　６、住民の健康策

　７、地域活動リーダーの育成

グループワーク② 

テーマ 内容 

健康づくり ☆ 健康づくり対策の実施 

空家活用 
☆ 老人対策に空家活用 

☆ 子どもの貧困対策等の活用 

道路交通 
☆ 交通安全にはまず制限速度を守らせる！ 

☆ 幹線道路にバイパスを早急に整備する必要あり 

団体間のつながり ☆ １つの事業を各団体が協力して実施する 

住民の声をきく ☆ 行政に望む。住民の声を聞く方法考えてほしい（広聴） 

新庁舎でサービス向上 

☆ 庁舎の改築。住民が利用しやすい窓口の設置 

☆ 新庁舎でサービス向上 

☆ 個人情報に配慮した相談対応 

☆ 行政アプリで情報配信（災害）（発信） 

☆ 総合相談窓口の設置 

☆ 新庁舎建設の時、相談室かせめてパーテンションを造ってほしい 

地域活動・リーダー 
☆ 地域リーダーの育成 

☆ １人１つ何かグループに入る 

その他 ☆ 親・子の遊び場づくり 

 

キャッチコピー 
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Ⅳ 団体アンケート 
（１）団体アンケートの概要 

①調査の目的 
本町で活動されている団体を対象に、地域福祉に関するご意見や団体の活動状況をお聞きし、「豊郷

町地域福祉計画」の策定に際しての基礎資料として活用することを目的とし、実施しました。 

 

②調査期間と調査方法 

・調査期間：2017 年（平成 29 年）11 月 

・調査方法：本町内で活動する福祉関連団体等を対象にアンケート調査票による調査 

 

③回収状況 

調査団体数 回収数 

36 団体 26 団体 

 

④調査結果（抜粋） 

今後取り組みたいと考える地域貢献 
地域貢献をはたすうえで 

町や社協に望むこと 

〈福祉・助け合い・地域コミュニティ〉 

・困難事例の相談連携 

・子どもたちへの交通安全指導 

・子育てに不安をもつ家族への支援 

・地域の見守り活動          

 

〈地域振興〉 

・地域イベントへの積極的な参加 

・空き家・空き店舗活用（民泊事業） 

・地域資源の活用 

・江州音頭等伝統行事の保存・伝承・普及 

等 

〈福祉・助け合い・地域コミュニティ〉 

・地域共生社会の実現に向けた話し合い 

・各字での研修会等開催時の協力 

・ボランティアグループの発展（会員研修や若

い世代への呼びかけ） 

・子育て支援センターの PR 

・情報提供と連携の強化 

 

〈地域振興〉 

・助成金、補助金の創設 

・人的な協力や連携 

           等 
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Ⅴ 
地域福祉を取り巻く 

現状と課題のまとめと今後の方向性 
（１）まちのこれからを担う子どもや若者が活躍できるまちに 

本町では過去５年間における総人口および年少人口（15 歳未満）の割合はほぼ横ばいで推移してい

ます。全国的に人口減少、少子化が進行するなか、人口、子どもの数ともにあまり減少していない現状

は、町にとって明るい話題であるといえます。 

しかし、10 歳代、20 歳代の移住志向は比較的高くなっています。その一因として、交通の利便性の

問題や、働く場が少ないことなどが考えられ、それらの課題を解決するための取組・支援が求められて

います。 

一方で、住民活動への参加に対する積極的な意見も一定数みられます。子どもや若い世代が地域行事

やイベントなどに参加しやすい環境づくりや、子ども・若者の居場所づくり、世代間交流の機会づくり

などを進め、町の大切な財産である子どもや若者が元気に活躍できる、活躍したくなるまちづくりに取

り組む必要があります。 

 

（２）住民の誰もが生きる歓びを実感できるまちに 

住民ワークショップでは、いずれのグループにおいても、コンパクトシティとしての住みやすさや、

福祉・教育への手厚い支援、古き良き伝統や行事を大切にしていることなど、本町全体に対して肯定的

な意見が多くみられました。 

一方で、子どもの安全な遊び場の不足や、一人暮らし高齢者世帯や空き家の増加、住民同士のつなが

りの希薄化、相談対応窓口や情報発信の不十分さを指摘する声もあり、仔細にみれば隠れたニーズや不

安は他にも存在することがうかがわれます。子ども、若者、子育て世代、高齢者、障がいのある人、生

活困窮者、その他日常生活にさまざまな不安や悩みを抱えている人等、本町に暮らすあらゆる人が歓び

を感じながら生きることができるまちをめざして、地域が一体となった切れ目ない支援の網を張り巡ら

せることが求められています。 

 

（３）見守りと支え合い、お互いさまの気持ちがあるまちに 

住民アンケートでは、地域での助け合いについて、近所の人に頼まれたら「できること」が、近所の

人に手助け「してほしいこと」を、ほとんどの項目で上回る結果でした。このことからも、本町では地

域住民同士の潜在的な助け合い（共助）の力が高いことがわかります。 

地域福祉を推進していくためには、この共助の力が欠かせません。今ある町の福祉資源を十分に活か

しながら、地域に潜在する共助の力を発揮できる仕組みをつくり、「お互いさま」の地域共生社会の実現

をめざして取組を進める必要があります。 
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◆ 第 ３ 章 ◆ 

●計画の基本理念と将来像● 
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Ⅰ 基本理念と将来像 
 

豊郷町地域福祉計画は、住民の相互理解と尊重を基調としながら、つながりを深める支え合いによっ

て、誰もが生きがいを感じながら自分らしく役割を担い活躍できる地域社会を目標にしなければなりま

せん。この観点から、本町の地域福祉の現状、住民アンケート調査結果および住民ワークショップの意

見・提言等から「子ども・若者が主役のまち」、「生きる歓びを実感できるまち」、「見守り合い、支え合

いのまち」を３つの基本理念とし、めざす将来像として「誰もが 輝き 生きる歓びを共に 実感できる

まち とよさと」を掲げます。そのうえで「５つの基本目標」および「基本施策」を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 子ども・若者が 
主役のまち 

子どもや若者が自分たちの生まれたまちに

誇りを持ち、自ら、主体的に学び、成長し、働

き、子育てができるまちをめざします。 

2 生きる歓びを 
実感できるまち 

子どもから高齢者までのライフステージに

おいて誰もが経験する困難や不安を乗り越え、

誰もが歓びや生きがいを実感できるまちをめ

ざします。 

3 見守り合い、 
支え合いのまち 

私たちは、地域のつながりや地域活動を通

じ、隣近所の見守り合いと支え合いのあるまち

をめざします。また、性別・年齢・障がいの有

無などによる偏見や差別だけでなく、あらゆる

差別をなくし、互いの人権を尊重し合えるまち

をめざします。 
 

誰もが 輝き 生きる歓びを共に 

実感できるまち とよさと 
 

基本理念 

めざす将来像 
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Ⅱ 基本目標と基本施策 
 

基本理念とめざす将来像を基調として、５つの基本目標および 12 項目の基本施策を住民、地域、町、

社協の協働によって展開、推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５つの基本目標および 12 項目の基本施策 

基本目標 

 

Ⅰ 子ども・若い世代が元気に 

活躍できるまち 

Ⅱ 子育て世代が安心して 

子育てができるまち 

Ⅲ 高齢者が 

すこやかにいつまでも 

自分らしく過ごせるまち 

Ⅳ 障がいや生活困窮、 

孤立など、さまざまな問題を

解決できるまち 

Ⅴ 尊重し合い、支え合う 

絆のあるまち 

基本施策 

 

基本施策 

 
基本施策 

 

基本施策 

 

基本施策① 子どもや若い世代が活躍できる地域づくりを進めましょ

う 

基本施策② 若い世代が住み続けたくなる地域づくりを進めましょう 

① 子ども・若い世代が活躍できる地域づくりを進めましょう 
② 若い世代が住み続けたくなる地域づくりを進めましょう 

① 安心して子育てができる環境づくりを進めましょう 
② 地域子育てネットワークを築きましょう 

① 健康づくり活動を地域で進めましょう 
② 高齢者の経験を活かせる場づくりを進めましょう 
③ 高齢者の移動支援の仕組みを築きましょう 

① 生活困窮や孤立する住民の把握と支援に努めましょう 
② 障がい等さまざまな生活課題を抱える人の自立支援を進めましょう 
③ 災害時の要支援者への支援体制を確立しましょう 

① 誰もが互いに尊重し合える地域を築きましょう 
② 住民の支え合いのある地域福祉コミュニティを築きましょう 
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◆ 第 ４ 章 ◆ 

●施策の展開● 
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基本目標Ⅰ 
子ども・若い世代が元気に 
活躍できるまち 

 

本町では、全国と比べて年少人口が減少していません。一方で、若い世代の町外への移住志向は他

世代に比べて高く、地域との交流が盛んとはいえない面もあります。 

まちの宝である子どもや若い世代が、地域活動・地域交流に積極的に参加できるような機会を充実

し、まちに愛着をもって育ち、本町に住み続けたくなる、また帰ってきたくなるようなまちづくりに

向けて、取組を進めていきます。 

 

基本施策① 子ども・若い世代が活躍できる地域づくりを進めましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【統計より】 

○全国的に少子化傾向が続くなか、本町の年少人口は近年ほぼ横ばいとなっています。 

【住民アンケート調査より】 

○『参加したことがある団体・組織』として「子ども会」が 2 割５分で「自治会」に次いで多く

なっています。 

○『今後参加してみたい住民活動』として 30 歳代で「子育ての支援や子どもの世話」が３割を

超えて多く、10 歳代で「イベント・催し・祭り等の運営」が半数と多くなっています。 

○『地域福祉活動への関心』については、20 歳代で「とても関心がある」が 1 割弱で、30～

50 歳代より高くなっています。 

▲10 歳代では回答者全員が住民活動に「参加したことがない」となっています。 

【団体アンケートより】 

○海外からの観光客が増加しています。 

▲空き家を活用したイベントや民泊事業等、若い人が活躍できる環境づくりのために関係各所と

連携をとり協力していくことが必要です。 

▲豊郷小学校旧校舎群を拠点とした若者が中心となるイベント活動などが継続できるよう、協力

と支援が必要です。 

【住民ワークショップより】 

○若者が受け入れてもらいやすく、応援してくれる人が多い状況です。 

▲子どもの遊び場や公園などが少なく、子どもの年齢に応じた遊具がない状況です。 

▲中学生や高校生との関わり（交流）が難しい状況です。 

▲空き家が多く、活用方策が必要です。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・イベントや行事等の運営への若い世代の参加の機会づくりに努めましょう。 

・若い世代は住民活動に積極的に参加しましょう。 

◆ 町の役割 

・空き家・空き店舗の有効な活用を図ります。 

・地域資源を活かした行事やイベントへの子どもや若い世代の積極的な参加を呼びかけます。 

・若い世代が気軽に集い、お互いに話し合える場や機会づくりに努めます。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

地域における子育

て支援の充実（子育

て支援センター） 

子どもと大人の関係づくりや、子ど

もを交えた地域交流活動の促進を通じ

て、地域活動のなかで子どもが活躍で

きる機会の充実を図ります。 

○ ◎ ○ ○ 

空き家・空き店舗の

多世代コミュニテ

ィへの活用（企画振

興課・保健福祉課） 

空き家・空き店舗について多世代コ

ミュニティハウス（あったかほーむ等）

に活用するなど、地域資源の活用を図

り、地域交流や多世代交流の機会づく

りを支援します。 

◎ ○  ◎ 

子どもが安心して

遊べる場づくり（社

会教育課・保健福祉

課） 

豊栄のさとの公園機能や豊郷スポー

ツ公園等について、子どもが安心して

遊ぶことができるよう引き続き整備を

図り、一層の活用促進を進めます。 

 ◎ ○  

青少年の健全育成

（社会教育課） 

関係団体との連携により、地域ぐる

みで子どもを守り育てる体制整備を図

るとともに、子ども会を中心とした青

少年の自主的な社会参加活動等を促進

するなど、青少年の健全育成に努めま

す。 

◎ ○ ○  

子ども・若い世代の

居場所づくり（学校

教育課） 

空き家等を活用し、子どもや若い世代

が集い、気軽に話し、遊び、地域とつな

がり、地域で生活しやすくなるような居

場所づくりを進めます。 

◎ ○ ○  

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 福祉教育・啓発、人権教育の推進 

取 組 内 容 

福祉教育事業として、小学校児童が福祉への理解を深められるよう、引き

続き理解しやすい授業づくりについて担当教員とともに協議しながら、体験

学習や講師派遣により、生徒の福祉意欲向上をめざします。 
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基本施策② 若い世代が住み続けたくなる地域づくりを進めましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○日常の買い物や医療機関については、半数以上が町内で利用しています。 

▲就労・就学、外食、趣味については、町外の利用が多くなっています。 

▲10～20 歳代で移住志向がやや高くなっています。 

【団体アンケートより】 

○商工会において、広域連携体制を強化し、創業・第二創業、地域資源を活かした商品開発等に

係る伴走型支援の実施を予定しています。 

○豊郷幼稚園において、中学生や大学生の職場体験や教育（保育）実習の受け入れを予定してい

ます。 

【住民ワークショップより】 

○歴史的なまちなみが残っています。 

○必要最低限の施設があり、生活に困らないライフラインがあります。 

▲町内に働く場所が少なく、若者が流出している状況です。 

▲バスの本数が少ないなど公共交通の利便性が良くない状況です。 

▲農業の後継者が減少している状況です。 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・若い世代が住み続けたくなるよう、若い世代と積極的に交流しましょう。 

・地元での就労の機会づくりに協力しましょう。 

◆ 町の役割 

・住宅整備や公共交通の利便性の向上など、若者が住みたくなるまちづくりに努めます。 

・若い世代の起業支援や雇用の場づくりに努めます。 

 

 

  



47 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

地域交通の利便性

の向上（企画振興

課） 

広域的な連携のもと湖東圏域（彦根

市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）

における公共交通サービスとして予約

型乗合タクシー「愛のりタクシー」の

一層の利便性の向上に努めます。 

○ ◎  ○ 

空き家・空き店舗の

活用（企画振興課） 

空き家・空き地情報バンクを充実し、

若い世代の転入・定住を促進します。 
○ ◎   

起業支援や雇用の

場づくり（企画振興

課・産業振興課） 

ハローワークや商工会等関係機関と

連携し、起業支援や若者の雇用就業機

会の確保に努めます。 

○ ○  ◎ 

◎主体者 ○協力者・参加者 
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基本目標Ⅱ 
子育て世代が安心して 
子育てができるまち 

 

本町では、小中学校の給食費無償化や高校生世代までの医療費無料化等子育て支援が充実しており、

また豊かな自然環境も子育て世代から支持を得ています。一方で、社会的に子どもの虐待などが問題

となっており、地域ぐるみで見守る意識づくりが大切です。 

今後も良好な子育て環境を維持しつつ、関係機関同士の連携や地域ぐるみの協力体制をより強くし、

「地域の子どもは地域で育てる」という意識をもって、本町に暮らす親子がともに安心して楽しみな

がら子育てができるまちをめざして、取組を進めていきます。 

 

基本施策① 安心して子育てができる環境づくりを進めましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【統計より】 

○全国的に少子化傾向が続くなか、本町の年少人口は近年ほぼ横ばいとなっています。 

▲ひとり親世帯で生活保護を受けている世帯数についてはほぼ横ばいですが、その実態について

は十分に把握できていない状況です。 

【住民アンケート調査より】 

▲『日常生活で不安に思っていること』として、「育児・子育てに関すること」が 8.7%となって

います。 

【団体アンケートより】 

▲地域の子どもは地域で育てることが必要です。 

▲特に若い親子や転入してきた親子で、子育て支援センターの認知度が低い状況です。 

▲子育て支援センターの利用促進を図る必要があります。 

▲０～２歳児の家庭において、「子育て広場」の入会者が少ない状況です。 

▲子育て世帯への支援の充実のため、町をはじめとする関係機関と子育て支援センターの効果的

な連携が必要です。 

【住民ワークショップより】 

○高校卒業までの医療費が無料です。 

○中学生までの給食費が無料です。 

○子育て支援が充実しています。 

▲小児科医が常駐しておらず、入院治療が必要な場合他市町村にいかなくてはならない状況です。 

▲商業施設の進出により、治安の悪化が懸念されます。 

【その他（策定委員会等）】 

▲各地域の公園の管理が行き届いていない面があります。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・「地域の子どもは地域で育てる」という意識を持ちましょう。 

・地域で子どもを育てている人の不安や悩みを感じたら、やさしく声をかけ、話を聞きましょう。 

・各地域の公園について、子どもたちが安心して遊べるよう管理と整備に努めましょう。 

◆ 町の役割 

・すべての子育て世帯に対する教育・保育、相談支援サービスの充実に努めます。 

・子育て支援センターの周知と利用促進に努めます。 

・地元事業所に対する企業主導型保育事業の促進に向けた検討を進めます。 

・交通安全対策や防犯対策の充実等、子どもを安心して育てることができる環境整備を進めます。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

子ども・子育て支援

体制の充実（医療保

険課、子育て支援セ

ンター、保健福祉

課、学校教育課） 

子育て支援センターのさまざまな活

動を充実し、保護者同士のつながりづ

くりを支援します。また、発達支援の

仕組みづくりに向けて、関係機関との

連携強化のもと相談機会の充実を図り

ます。 

○ ◎ ○  

幼児教育・保育の充

実（学校教育課） 

多様化する教育・保育ニーズの把握に

努め、計画的な教育・保育提供体制の整

備を図るとともに、教育・保育施設や設

備の充実、安全性の確保、必要に応じた

認定こども園の設置検討、保育士・教諭

等の処遇改善等を進めます。 

 ◎ ○ ○ 

ひとり親家庭への

支援の充実（保健福

祉課） 

関係機関との連携を進めるととも

に、安定的な人材の確保とひとり親家

庭のニーズ把握に努めます。 

 ◎ ○  

食育の推進と生活

習慣の確立（医療保

険課、学校教育課、

幼稚園、保育園、産

業振興課） 

地産地消の取組を通じた食育の推進

や、「早寝・早起き・朝ごはん」などの

基本的生活習慣の確立等、各家庭や地

域と連携しながら取組を進めていきま

す。 

◎ ◎  ○ 

交通安全施設の整

備（地域整備課） 

交通事故多発地点や危険箇所の把握

に努めるとともに、特に通学路につい

て、安全に通学できる道路環境の確保を

図ります。 

 ◎   

交通安全意識の高

揚（総務課） 

交通安全の関連団体等との連携のも

と、子どもたちへの交通安全教育の充

実を図ります。 

◎ ○ ○  
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取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

防犯対策の充実・強

化（総務課、地域整

備課、社会教育課） 

犯罪を招かない環境整備（防犯灯、

危険箇所改善）を進めるとともに、地

域住民の共助による見守り活動やパト

ロールを推進します。また、「こども

110 番のいえ」の設置を促進し、子ど

もや保護者に向けた啓発を行います。 

◎ ◎ ○  

企業主導型保育事

業の推進（社会教育

課） 

子育て世代の仕事と子育ての両立の

ため、働き方に応じた多様で柔軟な保

育サービスを提供する企業主導型保育

事業を推進します。 

 ○  ◎ 

病児・病後児保育の

推進（保健福祉課） 

湖東定住自立圏において、病気にか

かっている子どもや回復しつつある子

どもを、医療機関や保育所の付設の専

用スペースなどで一時的に預かる事業

を推進します。 

○ ◎   

ファミリー・サポー

ト・センター事業の

推進（保健福祉課） 

働く人の仕事と家庭生活の両立支援

を目的に、湖東定住自立圏において育

児の援助を行う人（援助会員）と育児

の援助を受けたい人（依頼会員）をフ

ァミリー・サポート・センターが繋ぎ、

子育てを支援します。 

◎ ○   

◎主体者 ○協力者・参加者 
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基本施策② 地域子育てネットワークを築きましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○「短時間の子どもの預かり」について、『近所の人に手助けしてもらいたいこと』よりも『近所

の人に頼まれたらできること』が回答数で上回っています。 

○『今後参加してみたい住民活動』として「子育ての支援や子どもの世話」が 14.4％となって

います。 

【団体アンケートより】 

○地域の子どもは地域で育てるという考えのもと、青少年育成町民会議において、子どもの安全

を守る地域活動の推進や豊かな心を育む家庭内教育の展開等が重点活動として進められていま

す。 

○地域の保育所や幼稚園で、世代を越えた交流の機会づくりが進められています。 

▲さまざまな地域行事に親子で参加しやすい環境が必要です。 

【住民ワークショップより】 

○自然が多く、子育てするための環境がよい状況です。 

▲親子で一緒に遊べる場所や機会が必要です。 

▲地域の空き家を活用した子どもの居場所づくりが必要です。 

 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・地域行事等について、親子で参加しやすい内容等を検討し、参加の機会づくりに努めましょう。 

・日頃から子どもに積極的に声をかけ、見守りや居場所づくりに参加しましょう。 

・「子ども食堂」に協力しましょう。 

◆ 町の役割 

・地域一体となった教育力の向上を図るため、地域と学校の連携を支援します。 

・地域子育て支援ネットワークの構築を支援します。 

・「子ども食堂」の取組支援に努めます。 
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【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

開かれた学校づく

り（学校教育課） 

地域の声を学校に活かすとともに、保

護者や地域住民を定期的にゲストティ

ーチャーとして招へいするなど、地域の

人材活用を積極的に進め、地域一体とな

った教育力の向上を図ります。 

◎ ○  ○ 

地域子育て支援ネ

ットワークの構築

（医療保険課） 

子どもや子育て世帯が地域で孤立し

ないよう、見守りや居場所づくりを進

めるとともに、子育てに関する情報を

共有できる地域子育てネットワークづ

くりを支援します。 

◎ ◎ ◎ ◎ 

「子ども食堂」の取

組支援（保健福祉

課） 

「子ども食堂」が開設、存続できる

よう支援に努めます。 
◎ ○ ○  

放課後児童健全育

成事業の充実（学校

教育課） 

保護者が就労、疾病、その他の理由

により、昼間家庭において適切な育成

を受けられない児童を対象に、適切な

遊びや生活の場を提供し、健全な育成

を図ります。 

 ◎   

◎主体者 ○協力者・参加者 
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基本目標Ⅲ 
高齢者がすこやかに 
いつまでも自分らしく過ごせるまち 

 

本町においても高齢化が進行しています。また、地域福祉に携わる人材不足が問題となっている現

状において、支援する側、支援される側という見方にこだわらず、高齢者もこれまでに培った知識や

能力を十分に活かして、主体的に活動することが求められています。 

高齢者が自分らしく、できる限り健康に、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ、ま

た地域社会においていきいきと活躍できるまちづくりに向けて取組を進めていきます。 

 

基本施策① 健康づくり活動を地域で進めましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【統計より】 

○一般健康診査受診者数は増加傾向にあります。 

▲高齢者の増加に伴い、要介護等認定者数はやや増加傾向にあります。 

【住民アンケート調査より】 

○『今後参加してみたい住民活動』として「スポーツ・文化活動」が 21.5％となっています。 

▲『日常生活で不安に思っていること』として「自分や家族の健康に関すること」が２番目に多

く、50％以上となっています。 

【団体アンケートより】 

○老人クラブにおいて、高齢者の健康づくりのためグラウンドゴルフ・軽スポーツを推奨してい

ます。 

▲医療処置を必要とする独居高齢者や老老介護世帯が増加しています。 

【住民ワークショップより】 

○地域の高齢者がいきいきしている状況です。 

▲認知症の徘徊等の課題が気になる状況です。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・日頃からの運動習慣や健康的な食生活等、介護予防に努めましょう。 

・認知症の理解に努めましょう。 

・地域で行われるスポーツ・文化活動に積極的に参加しましょう。 

◆ 町の役割 

・地域包括支援センターの体制を整備し、いつまでも安心して暮らせる環境づくりを進めます。 

・健康づくりの意識の高揚を図り、心身の健康に関する情報提供、スポーツ活動の機会づくりな

どに努めます。 

・認知症の早期発見および治療のための取組を推進します。 

・認知症に対する住民の正しい理解を進めるため、周知啓発に努めます。 

◆ 町社協の役割 

・在宅高齢者が心身ともに健康な生活が送れるよう支援を進めます。 

・要介護者が自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

地域包括支援セン

タ―の体制整備（医

療保険課） 

専門職の確保を積極的に図るととも

に、多職種による連携会議を定期的に

開催し、町の課題や必要な施策等につ

いて検討を進めます。 

 ◎ ◎  

介護予防・生活支援

および認知症予防

の推進（医療保険

課、保健福祉課） 

高齢者がいつまでも健康に暮らせる

よう、介護予防に関する啓発や認知症予

防･閉じこもり予防をはじめとする地域

支援事業を進めます。また、生活支援コ

ーディネーターを活用し、必要な生活支

援サービスの実施に向けた検討を進め

ます。 

 ◎ ◎  

認知症施策の推進

（医療保険課） 

地域での認知症の理解啓発を推進す

るとともに、認知症キャラバンメイト

研修を広域で定期的に開催し、積極的

に認知症サポーターなどの人材育成を

図ります。 

◎ ◎ ◎  

住民主体の健康づ

くりの支援（医療保

険課） 

「自分の健康は自分でつくる」とい

う基本理念のもと、住民一人ひとりの

健康づくり意識を啓発するとともに、

各地区に健康推進員を配置し、地域ぐ

るみの健康づくりを支援します。 

◎ ○ ○  
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取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

生活習慣病の発症

予防と重症化予防

（医療保険課） 

若いうちからの生活習慣病予防意識

の向上を図るとともに、各種健診の受

診勧奨や、生活習慣の改善に向けた情

報提供など、発症予防・重症化予防に

向けた取組を推進します。 

◎ ○ ○  

生涯スポーツの推

進（社会教育課、保

健体育課） 

高齢になってもスポーツに親しめる

よう、年齢やライフスタイルに応じた

多様なスポーツプログラムや健康づく

りプログラムなどの導入に努めます。 

◎ ○ ○  

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 生きがい活動支援通所事業（生きがいデイサービスセンター運営事業） 

取 組 内 容 

転倒予防教室や認知症予防教室、世代間交流等さまざまな活動を通じて、

利用者の心身機能の維持向上を図りながら、自主的な活動や利用者同士のつ

ながり、仲間づくりを通して、地域においてよりよい生活への意欲や喚起が

図れる環境づくりを引き続き推進します。 

取組項目名 居宅介護支援事業 

取 組 内 容 

利用者ならびに家族の本意に沿い、住み慣れた環境のなかで生活が継続で

きるよう、また、利用者の心身機能の状態や家族の介護力等の維持・改善が

図れるようケアマネジメントを行っています。 

取組項目名 通所介護事業 

取 組 内 容 

利用者や家族の悩みやニーズを聞き取り、迅速な対応を図りつつ、介護が

必要な状態になっても可能な限り本人の能力や意欲を引き出します。利用者

の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として

実施しています。 
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基本施策② 高齢者の経験を活かせる場づくりを進めましょう 

 

◇ 現状と課題  

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○60 歳以上で住民活動に参加している人が過半数を超えています。 

○60 歳以上の人が『今後参加してみたい住民活動』は「環境美化・清掃活動」が最も多くなっ

ています。 

▲『今後参加してみたい住民活動』のうち、「子育ての支援や子どもの世話」、「青少年の健全育成」

に対する 60 歳以上の関心が低くなっています。 

【団体アンケートより】 

○老人クラブにおいて、社寺仏閣の清掃活動や子どもたちへの交通安全指導、小・中・保育所・

幼稚園の授業協力等の活動に取り組む予定です。 

○豊郷町エルダークラブにおいて、さまざまなイベントでの出店協力や清掃ボランティアなどを

行っています。 

○豊郷町文化協会において、各地区で行われている文化サークルへの支援や、分館新聞の発行へ

の支援などが行われています。 

▲既存サークル等への加入者数が減少傾向にあります。 

【住民ワークショップより】 

○あったかほーむなど、高齢者が集まれる場所があります。 

▲老人クラブ等地域団体への参加者が減少傾向にあります。 

 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・地域活動に関心を持ち、サークル活動や団体活動に積極的に参加しましょう。 

・これまでに培った知識や技術を活かして、子どもや若い世代との交流活動に参加しましょう。 

◆ 町の役割 

・これまでに培った知識や能力を活かせる「プラチナ人材※」の新たな展開を図ります。  

・高齢者が知識や経験を活かすことができる地域デビューを支援します。 

・あったかほーむでの活動の周知を図るとともに、活動支援に努めます。 

※プラチナ人材：知識・経験を活かしてボランティア活動に参加する人材をプラチナ人材という 
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【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

高齢者の社会参加

の促進（全課） 

高齢者の社会参加への意識づけを高

めていくために、シルバー人材センタ

ー、老人クラブ、いきがい協働センタ

ー等地域活動への支援に取り組むとと

もに、高齢者の自主的な参加を促せる

ような学習の場・企画の検討を行いま

す。 

◎ ○   

『プラチナ人材※バ

ンク』の設立支援

（保健福祉課） 

地域において、高齢者が自分の知識

や能力を活かして活躍できる『プラチ

ナ人材バンク』の設立を支援します。 

◎ ○ ○ ◎ 

空き家・空き店舗の

多世代コミュニテ

ィへの活用（再掲）

（企画振興課、保健

福祉課） 

空き家・空き店舗について多世代コ

ミュニティハウス（あったかほーむ等）

に活用するなど、地域交流や多世代交

流の機会づくりを支援・充実します。 

◎ ○  ◎ 

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 地域で実践できる福祉講座 

取 組 内 容 
「いきがい活動」等の福祉講座の内容を受講者が地域に持ち帰ることで、

健康なシニア世代が自分らしく地域で活躍できるよう支援します。 
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基本施策③ 高齢者の移動支援の仕組みを築きましょう 

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

▲「送迎など外出・移動の手伝い」について、『近所の人に頼まれたらできること』よりも『近所

の人に手助けしてもらいたいこと』が回答数で上回っています。 

【団体アンケートより】 

▲高齢化に伴う自動車免許の返納による自転車利用が増えているため、自転車運転技術の向上が

必要です。 

【住民ワークショップより】 

▲日常生活のなかで自動車がないと不便な状況です。 

▲「すまいるたうんばす」はありますが、町外とのつながりが難しい状況です。 

▲地域公共交通として、町内を走る手軽な乗り合いバスの検討や、愛のりタクシーの充実等が必

要です。 

 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・移動支援ボランティアに協力しましょう。 

・自動車や自転車を利用する際は、交通マナーを守り、安全運転に努めましょう。 

◆ 町の役割 

・愛のりタクシーの充実や共助による移動支援の仕組みづくりを推進します。 

・関係機関と協力し、高齢者向けの自転車講習会の開催を検討します。 

◆ 町社協の役割 

・町内を巡回するすまいるたうんばすについて、住民の利便性を優先した運行を検討します。 
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【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

地域交通の利便性

の向上（再掲）（企

画振興課） 

広域的な連携のもと湖東圏域（彦根

市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）

における公共交通サービスとして予約

型乗合タクシー「愛のりタクシー」を

運行し、駅や病院等への移動を支援し

ます。また、住民の共助による移動支

援の仕組みづくりについて検討を進め

ます。 

○ ◎  ○ 

高齢者への自転車

運転講習（総務課） 

自動車運転免許証自主返納に伴い高

齢者の自転車利用の増加が想定される

ことから、安全な自転車運転技術の向上

のため、関係機関と連携して高齢者向け

の自転車運転講習の開催を検討します。 

○ ◎ ○ ○ 

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 町内巡回バス運行事業（すまいるたうんばす運行事業） 

取 組 内 容 

「高齢者、障がい者等の外出支援」の目的に沿い、今後も引き続き安全性

を追求するとともに、利用者の利便性の向上を考慮した事業展開を検討して

いきます。 
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基本目標Ⅳ 
障がいや生活困窮、孤立など、 
さまざまな問題を解決できるまち 

 

障がいのある人が、地域で自分らしく暮らしていけるよう、また、保護者なき後も安心して生活を続

けるために、一人ひとりに寄りそった親身な支援と、地域住民の理解や見守り体制の確立が求められて

います。 

さまざまな要因で、生活に困窮している住民を把握し、生活支援や自立支援を行うために地域住民を

はじめ民生委員・児童委員なども含め、連携したネットワークの構築を進めます。 

 

基本施策① 生活困窮や孤立する住民の把握と支援に努めましょう 

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【統計より】 

▲生活保護世帯数、児童扶養手当受給世帯数はやや増加傾向にあります。 

【住民アンケート調査より】 

○『近所の人に頼まれたらできること』として「見守りや声かけ」が最も多く、50%以上となっ

ています。 

▲『地域とのつきあい』について「ほとんど顔も知らない」という回答が 7.9%で、10 歳代

（16.7%）、50 歳代（15.2%）、20 歳代（14.3%）の順に高くなっています。 

▲『日常生活で不安に思っていること』について「生活費などの経済的な問題に関すること」が

28.9%とやや多く、また「どこに相談していいのかわからないこと」が 7.6%みられます。 

▲『不安や悩みの相談先』について「誰にも相談しない」が 7.9%、「相談できる人がいない」が

3.7%、「どこに相談していいのかわからない」が 3.1%みられます。 

【住民ワークショップより】 

○小さいまちなので、お互いの顔がみえやすい状況です。 

【その他（策定委員会等）】 

▲地域福祉の方針として、虐待を防ぐことができるまちづくりという視点が必要です。 

▲障がいや生活困窮などの課題をもつ人が、地域のなかで取り残されないようにする必要があり

ます。 

▲高齢者で所得の低い世帯が増えています。 

▲近隣での見守り体制ができていますが、ネグレクト等外部から気づきづらいものについては、

行政からの指導が必要です。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・見守りや声かけ活動に積極的に参加しましょう。 

・日々の暮らしの困りごとの解決に近所で協力し合いましょう。 

◆ 町の役割 

・生活困窮などの悩みや困りごとを気軽に相談できる窓口の設置の検討を進めます 

・地域ごとに生活困窮者の把握のための見守りネットワーク活動を支援します。 

◆町社協の役割 

・心配ごと相談（法律相談）の対応の充実に努めます。 

・福祉全般に関する身近な相談対応に努めます。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

生活困窮者等の把

握（保健福祉課） 

生活困窮者の把握のため、各課と連

携し、税金、家賃、水道、保育料等の

滞納世帯の調査等に努めます。 

〇 ◎ 〇  

相談窓口の充実と

生活支援サービス

の充実（保健福祉

課） 

生活に関するさまざまな相談に対応

できる相談窓口の周知とともに、個別

の生活支援対応に努めます。 

〇 ◎ ◎  

地域の見守り体制

の充実（保健福祉

課） 

民生委員・児童委員や地域住民との協

働による生活困窮者等の日常の見守り

活動に努めます。 

◎ ○ ◎ ○ 

孤立することのな

い地域福祉のまち

づくり（保健福祉

課） 

一人暮らし高齢者世帯等への孤立防

止のための支援制度の周知や情報提供

の充実に努めます。 

◎ ◎ ◎ ○ 

高齢者や児童への

虐待、ＤＶ対策（保

健福祉課、人権政策

課、学校教育課） 

周りの人の「気づき」を通報に繋げ

ることが、虐待や DV の解決への一歩

となります。このため、地域での虐待、

DV 防止見守り活動の体制づくりに努

めます。 

○ ◎ ◎ ○ 

◎主体者 ○協力者・参加者 
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【町社協の取組】 

取組項目名 生活福祉資金貸付事務事業（総合相談事業） 

取 組 内 容 
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅

福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした生活福祉資金貸付制度の
適切な申請事務を行っています。 

取組項目名 心配ごと相談対応業務（総合相談事業） 

取 組 内 容 
法律に関係する相談対応を行っています。 

（家庭、離婚、金銭貸借、財産相続、事故などの相談に行政書士等が対応） 

取組項目名 生活困窮者自立支援事業（総合相談事業） 

取 組 内 容 

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状
態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域におけ
る自立・就労支援等の体制を構築する目的で事業を実施しています。（広域） 

（1） 生活困窮者を早期に把握、早期に支援 

（2） 生活困窮者の抱える課題を評価、分析し、ニーズを把握 

（3） 地域ネットワークの強化等の地域づくり 

取組項目名 一時生活援助（支援）事業（総合相談事業） 

取 組 内 容 

一時生活支援事業は、豊郷町に居住する生活困窮世帯であって、現に生活
に困窮し、生活保護、年金、給付金等（以下、公的制度）の支給までの間、
資金の貸付と必要な相談支援を実施することにより計画性のある安定した生
活が維持されることを目的に実施しています。 
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基本施策② 障がい等さまざまな生活課題を抱える人の自立支援を進めましょう  

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【統計より】 

▲身体障害者手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数はやや増加傾向にあります。 

【住民アンケート調査より】 

▲『日常生活で不安に思っていること』について、精神障害者保健福祉手帳所持者で「生活費な

どの経済的な問題に関すること」、「人間関係に関すること」、「仕事（雇用）に関すること」に

不安をもっている割合が全体と比較して特に高くなっています。 

▲『不安や悩みの相談先』について、精神障害者保健福祉手帳所持者および精神通院医療費助成

受給者で、「相談できる人がいない」という回答がともに 20%程度あります。 

【団体アンケートより】 

○施設と地域が連携して、地域における共生社会の実現に向けて取り組む必要があります。 

▲手をつなぐ育成会の普及・啓発等が求められています。 

▲地域の見守り活動を進めるため、行政や関係機関が連携をより強める必要があります。 

【住民ワークショップより】 

▲軽度の障がいをもつ子どもが利用できる施設等の場所がない状況です。 

▲重度行動障がい者をあずけることができる体制がない状況です。 

【その他（策定委員会等）】 

▲障がいがあるのに、障害者手帳をもっていない人を把握し、支援する必要があります。 

▲障がいについて、早期発見・早期対応ができる体制が求められています。 

 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・障がいのある人もない人もともに理解を深めるための学習機会などへ積極的に参加しましょう。 

・障がいのある人もない人もともに地域活動等の交流活動に参加しましょう。 

◆ 町の役割 

・障がいのある人が自分らしく暮らせるよう、支援に努めます。 

・障がいのある人のさまざまな悩みの相談に対応できるよう相談対応の充実に努めます。 

・障がいのある人や生活困窮者など、支援を必要とするすべての人を対象とした全世代型地域包

括支援センターの体制整備を図ります。 

◆ 町社協の役割 

・生活困窮者に対する支援事業の充実に努めます。 

・障がい者に対する支援事業の充実に努めます。 
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【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

特別支援教育の充

実（医療保険課、学

校教育課） 

特別支援教育を要する児童・生徒一

人ひとりの生活や学習上の困難を改善

するため、福祉・教育・医療・労働等

のさまざまな関係機関の連携による個

別の支援計画（支援ファイル）の作成

をはじめ、適切な指導および必要な支

援を行います。 

〇 ◎ 〇  

人にやさしい環境

整備（地域整備課） 

外出が不自由な高齢者や障がいのあ

る人、また妊婦など、移動が困難な住

民が普通に生活ができるよう公共施設

等のユニバーサルデザインの理念に基

づいた整備に努めます。 

〇 ◎ 〇 ◎ 

相談・情報提供の充

実と支援体制の整

備充実（保健福祉

課） 

障がいのある人や生活が困難になっ

ている住民に対し、一人ひとりに寄り添

った適切な支援を受けられるよう相

談・情報提供体制および支援体制の整備

を図ります。 

〇 ◎ ◎  

地域支援体制の整

備（保健福祉課） 

地域住民、民生委員・児童委員と町

社協、町が連携し生活が困難に陥って

いる住民等に対する支援体制の整備を

図ります。 

〇 ◎ ◎  

自立支援のための

就労・雇用の促進

（保健福祉課・人権

政策課） 

障がいのある人や生活困窮者の自立

支援を図るため、働き・暮らし応援セ

ンターやハローワークなど、サービス

提供事業所等と連携し、雇用の場への

つなぎの支援や就労後のアフターフォ

ローなど就労、雇用機会づくりに努め

ます。 

〇 ◎ ◎ ◎ 

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 障がい者生活支援事業 

取 組 内 容 

障がい者施策に関するさまざまな相談支援を行っています。今後も町行政

担当課や地域の相談員との連携を密にし、また他のサービス事業者や関係機

関とも連携した「総合的な援助」を展開していきます。 

・「いきいきサロン」活動 

・相談支援活動等 
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基本施策③ 災害時の要支援者への支援体制を確立しましょう 

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○『災害時の支援』について、「地域と行政が協力して取り組んでいくことが望ましい」が 50%

以上で最も多くなっています。 

○「災害時の手助け」について、『近所の人に手助けしてもらいたいこと』よりも『近所の人に頼

まれたらできること』が回答数で上回っています。 

○『今後参加してみたい住民活動』について、「防犯・防災活動」が 17.3%あり、特に 50～60

歳代では 20％を超えています。 

▲災害時に一人で避難できるかについて、全体では「自分一人で避難できる」という回答が 80%

以上ですが、要介護認定を受けている人や各種障害者手帳所持者等では 50%以下となってい

ます。 

【団体アンケートより】 

○豊郷町赤十字奉仕団において、町主催の防災訓練等への参加（炊き出しなど）が行われていま

す。 

【住民ワークショップより】 

○比較的災害が少ない状況です。 

▲災害時に自分で避難できない人がいます。 

▲災害が起こった時の避難場所や避難経路の認知が十分でない状況です。 

 

●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・災害発生時に被災地において救援物資の搬入等の復旧・復興支援を行う災害ボランティア活動

を理解し、積極的に参加しましょう。 

・災害時の避難場所や避難経路について日頃から把握に努め、家族や隣近所での情報の共有を図

りましょう。 

◆ 町の役割 

・南海トラフ地震等、万が一の場合の被害を防げるよう防災・減災対策の強化を図ります。 

・災害時の避難場所や避難経路について、住民が混乱しないよう十分な情報提供に努めます。 

◆ 町社協の役割 

・災害ボランティアセンターの設置を町とともに検討します。 

・災害時要支援者台帳の普及と促進を図ります。 
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【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

災害時の避難体制

および避難行動の

誘導（総務課） 

避難所および避難経路等の情報につ

いて日頃から周知徹底を進めます。 
◎ ◎ 〇 〇 

災害時の要支援者

対策（総務課、保健

福祉課） 

災害時要支援者の情報の共有化によ

る支援体制の強化に努めます。 
◎ ◎ ◎ 〇 

災害時情報ネット

ワークの確立（総務

課） 

消防、警察、医療機関等の防災関係機

関との連携による情報ネットワークの

確立に努めます。 

〇 ◎ 〇 〇 

自主防災組織の育

成（総務課） 

自主防災組織の育成に努めるととも

に、町民全員参加の防災訓練を定期的

に開催します。 

◎ ◎ 〇  

◎主体者 ○協力者・参加者 

【町社協の取組】 

取組項目名 要支援者台帳整備の普及と促進 

取 組 内 容 
引き続き災害時要支援者台帳の普及促進を図るとともに、情報の共有化に

よる支援体制の充実・強化に努めます。 
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基本目標Ⅴ 尊重し合い、支え合う絆のあるまち 
 

すべての住民が尊重し合い、支え合う絆のある地域福祉のまちをめざすためには、子どもから高齢者

まで一人ひとりが基本的人権を重んじ、主体的に自由で自立した生活が送れる地域社会であることが前

提となります。 

住民の地域活動への参加を通じて一人ひとりが地域住民として互いを尊重し、支え合う機運を高め、

住み慣れた地域で安心して暮らすことができる、住民のための新しい地域福祉コミュニティの形成を進

めていきます。 

 

基本施策① 誰もが互いに尊重し合える地域を築きましょう 

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○『福祉に関する情報源』について、「町の広報紙」が 50％を越えて最も多くなっています。 

▲『日常生活で不安に思っていること』について、「人権問題に関すること」が 3.9％、「家庭内

の暴力に関すること」が 1.9％となっています。 

▲『福祉の情報を十分得られるか』について、「ほとんど得ることができない」、「あまり得ること

ができない」を合わせると 40％以上が福祉の情報を十分得られないと回答しています。 

▲『なぜ福祉の情報を十分得られないのか』について、「福祉に関するパンフレットや広報紙を見

る機会が少ない」、「福祉に関する情報がむずかしすぎて、よくわからない」が多くなっていま

す。 

【団体アンケートより】 

▲人権問題について学習を深め、住民一人ひとりの人権が尊重される社会づくりが求められてい

ます。 

【住民ワークショップより】 

▲地域活動や地域の課題について、住民により十分な情報提供をする必要があります。 

▲町の相談窓口がわかりにくい状況です。 

【その他（策定委員会等）】 

▲さまざまな世代に読んでもらえるよう、広報紙について、読みやすく、分かりやすい紙面や発

信の仕方について工夫する必要があります。 

▲近隣での見守り体制ができていますが、ネグレクト等外部から気づきづらいものについては、

行政からの指導が必要です。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・年齢や性別等の立場を越えてお互いの自分らしい生き方や考え方を尊重し合いましょう。 

・子ども・若者とシニア世代が出会い、互いに支え合う機会を大切にしましょう。 

◆ 町の役割 

・新しい地域福祉コミュニティの精神にもとづく「地域共生社会の実現」のための地域づくりを

進めます。 

◆ 町社協の役割 

・地域福祉について学ぶ機会づくりや住民相互に理解し合える場づくりに努めます。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

権利擁護の推進・成

年後見制度の推進

（医療保険課、保健

福祉課、企画振興

課） 

高齢者や障がいのある人が尊厳のあ

る生活を送ることができるよう、成年

後見制度の周知や高齢者虐待の早期発

見・防止、消費者被害の防止に努めま

す。 

◎ ◎ ◎ ○ 

男女共同参画の推

進（人権政策課） 

男女が互いの人権を尊重し合い、男

女共同参画社会の実現に努め「男女共

同参画社会基本計画」等の指針づくり

を進めます。 

◎ ○ ◎ ◎ 

人権教育・人権啓発

の推進（人権政策

課、社会教育課、産

業振興課） 

人権意識を高めるための学習や実践

の機会を充実し、人権教育・人権啓発活

動を進めます。 

◎ ○ 〇 ◎ 

多文化共生のまち

づくり（人権政策

課、住民生活課） 

国際理解と交流活動の推進を図り、

外国人が生活しやすい地域環境の整備

に努めます。 

〇 ◎ 〇 ○ 

◎主体者 ○協力者・参加者 
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【町社協の取組】 

取組項目名 地域福祉権利擁護事業 

取 組 内 容 

自らの判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等

が自立し安心して地域生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用の

ための一連の援助を一体的に行っています。 

取組項目名 福祉連絡会 

取 組 内 容 

関係機関の情報の共有を通じて、要支援者の早期発見や問題解決に向けた

支援検討、また、さまざまな福祉サービスの情報提供を行うことにより、地

域福祉力の向上を図ることを目的に自治会関係者・警察・行政等と連携して

行っています。 

取組項目名 福祉講座 

取 組 内 容 
引き続き地域や学校などにおいて福祉に関する講座の開催等の福祉教育の

推進に努めます。 

取組項目名 広報誌「とよさと社協だより」の発行 

取 組 内 容 
社会福祉協議会の活動の周知および住民との交流を目的とした広報誌「と

よさと社協だより」の誌面充実に努めます。 

取組項目名 福祉教育ならびに広報啓発活動 

取 組 内 容 福祉教育・啓発・人権教育の推進、福祉用具の貸出を行っています。 
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基本施策② 住民の支え合いのある地域福祉コミュニティを築きましょう 

 

◇ 現状と課題 

計画策定プロセスで得られた意見【○：よい点（現状） ▲：気になる点（課題）】 

【住民アンケート調査より】 

○『地域福祉の認知度』について、「知っている」が過半数を占めています。 

○全般的に『近所の人に頼まれたらできること』が『近所の人に手助けしてもらいたいこと』を

上回り、町の潜在的な共助の力がうかがえます。なかでも「見守りや声かけ」、「災害時の手助

け」に対する関心が高い状況です。 

▲『地域福祉活動への関心』について、60 歳代以上で関心が高い一方、10 歳代、30 歳代で他

の年代に比べて関心が低くなっています。 

▲『住民活動への参加』について、「参加したことがない」が 30％以上となっています。 

▲地域との付き合いについて、「何か困ったときに助け合える親しい人がいる」が全体では 45.7％

ですが、年齢が下がるほどその割合が低くなっています。 

▲『不安や悩みの相談先』について、「家族や親戚」、「友人・知人」が特に多く、「隣人・近所の

人」は 8.7％に留まっています。 

【団体アンケートより】 

○とよさらだプロジェクトにおいて、地産地消の促進、野菜づくりを通した地域とのつながりな

どを目的に、学生、地域を対象とした活動を行っています。 

▲本町の伝統文化である江州音頭の保存・伝承・普及や、その他さまざまな行事の開催を通じ、

地域福祉コミュニティの形成に寄与する必要があります。 

▲勉強会や研修会の開催により若い世代への参加呼びかけが求められています。 

【住民ワークショップより】 

○いつでも色々な人が利用できる「あったかほーむ」が継続しています。 

○三世代、四世代同居が多い地域があります。 

○草刈りや川掃除などで地域を支える住民がいます。 

▲近所づきあいが少なくなってきている地域があります。 

▲運動会や婦人会の活動など、地域の字ごとの活動が少なくなってきている状況です。 

【その他（策定委員会等）】 

▲ボランティアの高齢化が進んでおり、若い世代にも関心をもってもらう必要があります。 
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●みんなの役割● 

◆ 住民や地域の役割 

・地域の伝統文化や行事の保存・継承に努めましょう。 

・地域福祉について理解を深めるため、地域福祉活動への参加に努めましょう。 

・住民相互に協力し合い、支え合いと絆のある地域福祉コミュニティを築きましょう。 

◆ 町の役割 

・地区懇談会や住民ワークショップ等の住民参加の機会づくりに努めます。 

・住民とともに協働による地域福祉コミュニティの形成に努めます。 

・関係機関との連携による発達支援や障がいのある人、生活困窮者の自立支援の充実をめざし、

全世代型地域包括支援の体制整備を進めます。 

◆ 町社協の役割 

・住民ボランティア活動を積極的に支援します。 

・民生委員・児童委員との連携による地域福祉活動の推進に努めます。 

 

【地域福祉推進の取組】 

取組施策 取組内容 
役割分担（協働指針） 

住民 町 町社協 企業・事業所 

郷土の歴史と生活

文化に親しむ活動

の推進（社会教育

課、産業振興課） 

江州音頭の保存と普及をはじめ地域

に残る歴史・文化および伝統行事等の

保存と継承に努めます。 

◎ ○ ○  

多世代コミュニテ

ィの創造（社会教育

課） 

地域福祉コミュニティの形成を図る

ため、世代間の交流機会の充実ととも

に多世代同居・多世代コミュニティの

育成（一人暮らし高齢者世帯への若者

の移住・近居を支援する等）に努めま

す。 

◎ ○ ○  

「お互いさま」のま

ちづくり（全課） 

住民相互の助け合いの精神を養うた

め、地域の環境美化や活性化イベント、

さまざまなボランティア活動に参加を

促し「お互いさま精神」の啓発に努めま

す。 

◎ ○ ○  

ボランティア連絡協

議会の活動の充実・

強化（保健福祉課） 

ボランティア連絡協議会の活動支援

に努め、また住民ボランティアの登録を

促すとともに、町社協と連携してボラン

ティアセンター等の設立を検討します。 

○ ○ ◎ ○ 

多様な住民参画の

場づくり（全課） 

多様な住民参画の場づくりとして、

住民が自ら企画するコミュニティ活動

やイベント活動に対し積極的な支援に

努めます。 

◎ ◎ ◎ ○ 

「地域福祉コミュ

ニティ」の形成（企

画振興課、保健福祉

課） 

地域共生のまちづくりとして、住民

の自助、地域の共助、町（行政）の公

助の連携による「地域福祉コミュニテ

ィ」の形成を図ります。 

◎ ◎ ◎ ◎ 

◎主体者 ○協力者・参加者 
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【町社協の取組】 

取組項目名 関係機関連携業務 

取 組 内 容 

１）町行政との連携 

２）民生委員児童委員協議会との連携 

３）滋賀県社会福祉協議会および各市町社会福祉協議会との連携 

４）法律相談ネットワーク機関および保健・医療・福祉関係機関との連携 

５）福祉関係団体・施設との連携 

取組項目名 地域見守り活動の普及ならびに意識の啓発（住民参加型事業支援事業） 

取 組 内 容 
福祉連絡会や福祉講座、総合相談などの事業（事案）を通じて、引き続き

地域の住民と協働することで「見守り活動」への意識を啓発する活動に取り

組みます。 

取組項目名 ボランティア活動支援 

取 組 内 容 

「ボランティア保険」の加入事務を実施しています（災害時等のボランテ

ィア活動の紹介等を含む）。また、ボランティア活動の依頼があった際には適

宜、ボランティア連絡協議会へ紹介を行うなど必要な調整を行っています。 

 

  

地域住民の主体的な 

活動でできること 

地域住民と町社協の 

協働でできること 

住民・地域に 

できないこと 

 

自助 共助 公助 

子育て支援計画 

障がい者計画 

高齢者福祉計画 

などの 

施策・計画 

地域福祉 

コミュニティ 

（地域課題） 

地域住民の 

生活課題 
活動 
参加 

生活 
支援 

政策 
提言 

活動 
参加 

「自助」、「共助」、「公助」一体の地域福祉コミュニティのイメージ 
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取組項目名 自治会活動支援事業 

取 組 内 容 
自治会の各種活動を展開するにあたり必要な物品の購入や施設管理上の修

繕などを目的とした助成事業に取り組みます。 

取組項目名 関係福祉団体活動支援 

取 組 内 容 
会員数の減少や高齢化が進みながらも、福祉団体として目的意識を持って

取り組もうとする団体を引き続き支援します。 

取組項目名 赤い羽根共同募金活動への協力 

取 組 内 容 

住民の誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるよう、地域福祉の推進に

寄与し、さまざまな地域福祉活動を行う民間団体を支援する赤い羽根共同募

金活動に協力します。 

取組項目名 各種交流事業への支援 

取 組 内 容 
世代間交流や、各福祉関係団体間の交流事業を通じて会員間の親睦や相互

理解等を図ることができるよう、活発な取組、継続性ある取組を支援します。 
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◆ 第 ５ 章 ◆ 

●計画の推進● 
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PDCA サイクル：さまざまな分野における業務・品質改善に広く活用される手法で、「Plan」「Do」「Check」

「Action」のプロセスを順に実施し、効率的な進行管理を行う手法です。 

Ⅰ 計画の推進と進行管理 
 

（１）計画の進行管理 

本計画の達成状況については、「豊郷町地域福祉計画推進委員会（仮称）」において、PDCA サ

イクルを基本とした着実な進行管理を行います。また、必要に応じて計画の見直しを行うことで、

柔軟に計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の周知 

本計画の推進においては、住民や町、町社協、自治会、民生委員・児童委員、ボランティアお

よび関係団体・機関など、地域福祉に関わるあらゆる人が、本計画でめざす将来像や今後の方向

性について共通の認識を持つ（共有する）ことが大切です。 

そのため、広報とよさとや町のホームページ、その他地域におけるさまざまな機会を通じて、

本計画、また地域福祉の大切さについて周知・啓発を図ります。 

  

Plan 

計画の策定 

Do 

計画の実行 

Check 

点検・評価 

Action 

見直し・改善 

継 続 的 改 善  
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●資 料 編● 
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◇計画策定経緯 

年月日 内容 備考 

2017年（平成29年） 

９月１日 

業務委託契約（受託者） ・（株）日本都市計画研究所 

2017年（平成29年） 

11月２日 

第１回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・地域福祉計画策定方針 

・住民アンケート調査 

・団体アンケート 

・策定スケジュール 

2017年（平成29年） 

11月 

団体アンケートの実施 ・配布数：36団体 

・有効回収数：26団体 

2017年（平成29年） 

12月11日～24日 

住民アンケート調査の実施 ・配布数：1,000件 

・有効回収数：381件 

・有効回収率：38.1％ 

2018年（平成30年） 

２月15日 

第２回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・団体アンケートの結果 

・住民アンケート調査の結果 

2018年（平成30年） 

４月22日 

第３回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・地域福祉を取り巻く現状について 

・住民ワークショップについて 

2018年（平成30年） 

７月22日 

住民ワークショップの開催 ・参加者：30名 

（男性：17名 女性：13名） 

2018年（平成30年） 

９月20日 

第４回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・住民ワークショップの意見・提言について 

・計画・骨子案（計画体系）について 

2018年（平成30年） 

12月13日 

第５回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・中学生意見のまとめについて 

・計画素案について 

・パブリックコメントの実施について 

2019年（平成31年） 

１月29日～２月12日 

パブリックコメントの実施 ・パブリックコメント 

（町ホームページ、役場窓口他） 

2019年（平成31年）

２月14日 

第６回 豊郷町地域福祉計画策定委員会 ・パブリックコメント結果（意見）について 

・計画最終案について 

・概要版について 
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豊郷町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

 

(平成 29年 10月 23日告示第 28号) 

 

 

(設置) 

第 1 条 豊郷町地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するため、豊郷町地域福祉計画策定委員

会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 2条 委員会は、計画に関する調査および研究を行い、計画を策定するものとする。 

(組織) 

第 3条 委員会は、16人以内で組織する。 

2 委員は、町長が委嘱し、または任命する。 

3 委員会には、委員長および副委員長を置く。 

4 委員長および副委員長は、委員の互選による。 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの間とする。 

(委員長および副委員長) 

第 5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

2 委員長は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明または意見を聴くことができ

る。 

(庶務) 

第 7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。 

(その他) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行する。 

2 第 6条の規定に関わらず、この要綱に基づき最初に開催される委員会は町長が招集する。 
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豊郷町地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

 

 
所属団体等 職名 氏名 

委員長 健康づくり推進協議会 会 長 重  森  恒  雄 

副委員長 豊郷町社会福祉協議会 会 長 谷  口  瑞  明 

 
豊郷町民生委員児童委員協議会 会 長 馬  場  清次郎 

 
豊郷町身体障害者更生会 会 長 西 山  正 蔵 

 
豊郷町手をつなぐ育成会 会 長 小 松 政 弘 

 
豊郷町赤十字奉仕団 委員長 西 山  喜代子 

 
豊郷町健康推進員協議会 会 長 小 林 郁 子 

 
豊郷町ボランティア連絡協議会 会 長 竹 川 富美子 

 
悠紀の会 会 長 森 田 康 子 

 
豊郷町青少年育成町民会議 会 長 大 橋 健 治 

 
滋賀県湖東健康福祉事務所 次 長 堀 出 裕 明 

 
豊郷町教育委員会 教育次長 神 辺   功 
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◇用語の説明 

用語 説明 

あ行  

あったかほーむ 高齢者の居場所づくりの一環として設置。ほーむに居住する若者世代と高齢

者等地域の住民がふれあう多世代交流の場としても活用されている。 

か行  

ゲストティーチャー 地域住民が豊かな経験や知識を活かして学校教育に参加する社会人講師。 

権利擁護 利用者に不利益がないように弁護・擁護することの総称。社会福祉法におい

ては、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）、苦情解決、運

営適正化委員会等が規定されている。また民法では成年後見制度が規定され

ている。 

高齢化率 総人口に占める65歳以上人口（高齢者人口）の割合。高齢者人口比率ともい

う。 

子ども食堂 主に子どもの居場所づくりとして月に数回などの頻度で、無償か手軽な価格

で食事を提供する活動のこと。 

さ行  

シルバー人材センター 健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時的・短期

的な就業又は、その他の軽易な業務に関わる就業の機会を確保し、提供する

ことにより、生きがいの充実および福祉の増進を図り、活力ある地域づくり

に寄与することを目的として設立した公共的な法人。 

生活支援サービス 高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福

祉法人等の多様な事業主体が提供するサービス。声かけ、配食・見守り、外

出支援、家事援助、交流サロン、コミュニティ・カフェなどさまざまな内容

がある。 

生活支援コーディネーター 地域の支え合いの活動を発掘したり、新たな支え合いの担い手の養成をはじ

め、活動の推進役を担う。また、サービスを必要としている人と、地域のサ

ービスを結びつけるマッチング機能を担う。 

成年後見制度 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、精神的な障がいがあるため判断

能力が不十分な人に不利益が生じないよう、代理人を立てて契約を行ったり、

あるいはそれを取り消すことができるようにする制度。 

生活習慣病 これまで「加齢」という要素に着目して用いられてきた「成人病」を生活習

慣という要素に着目して捉え直し、再定義された概念。1996年（平成８年）

12月の公衆衛生審議会の意見具申において、「食習慣、運動習慣、休養、喫

煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義された。 

た行  

多世代コミュニティハウス 「あったかほーむ」や「子ども食堂」など多世代がふれあう場所。 

地産地消 「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味。 近年、消費者の農

産物に対する安全・安心志向の高まりや生産者の販売の多様化とともに、消

費者と生産者を結び付ける「地産地消」への期待が高まってきている。 
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地域包括支援センター 地域において公正中立な立場から、①介護予防ケアマネジメント事業、②総

合相談支援事業、③地域包括ケア体制整備（包括的・継続的ケアマネジメン

ト事業）、④高齢者の虐待の防止・早期発見および権利擁護事業の４つの基

本的な機能を持つ総合的なマネジメントを担う中核機関。 

特別支援教育 障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点から、幼児児童生徒一人ひとりの教育ニーズを把握し、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導および必要な支援を行う

もの。 

DV（domestic violence：ド

メスティック・バイオレンス） 

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力をいい、身体的暴力だけで

なく、精神的、性的、経済的な暴力なども含まれる。 

な行  

認知症キャラバンメイト 全国キャラバン・メイト連絡協議会では、都道府県、市区町村など自治体と

全国規模の企業・団体等と協催で認知症サポーター養成講座の講師役（キャ

ラバン・メイト）を養成し、自治体事務局等と協働して「認知症サポーター

養成講座」を開催している。 

認知症サポーター 認知症サポーター養成講座を受けた人。認知症を正しく理解し、認知症の人

やその家族を温かく見守る応援者。活動内容は人それぞれで、自分でできる

範囲で活動してもらう。 

は行  

発達障がい 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意

欠陥多動性症候群、その他これに類する脳機能の障がい。 

パブリックコメント 政策形成過程で、広く住民に素案を公表し、それに対して出された意見・情

報を考慮して、政策決定を行うもの。 

ファミリーサポートセンター 地域において育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育

児や介護について助け合う会員組織。 

病児・病後児保育 「病児保育」とは、保育所に通っている子どもが病気になったとき、親が仕

事を休めない時には親に変わって病気の子どもの世話をするもの。「病後児

保育」とは、病気は治っているものの、まだ本来の状態に戻っておらず、普

通の保育メニューを受けるのが厳しい回復期の子どもを親に変わって世話を

するもの。 

プラチナ人材 本計画では、知識・経験を活かしてボランティア活動に参加する人材をプラ

チナ人材と呼ぶ。 

PDCAマネジメントサイクル ＰＬＡＮ（計画）→ＤＯ（実行）→ＣＨＥＣＫ（評価）→ＡＣＴＩＯＮ（見

直し）の作業を繰り返しながら、継続的に改善するための経営管理手法で、

指標や数値を用いて、施策や事業の進捗状況や成果を評価し、課題や解決方

法の検討をするための仕組み。 

や行  

ユニバーサルデザイン 施設や道具、仕組み等が、すべての人にとって利用、享受できる仕様・デザ

インとなっていること。 
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わ行  

ワークショップ 研究集会、参加者が自主的に体験する講習会。まちづくりや学習活動におい

て、価値観や立場の違いを持つ複数の人が同じテーマの下に話合い、方向性

や取組方針などを求める手法。 

 

 


